
 
 

 

評価書様式 

様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要様式 

 
１．評価対象に関する事項 
法人名 独立行政法人北方領土問題対策協会 
評価対象事業年

度 
年度評価 令和３年度（第４期） 
中期目標期間 平成 30～令和４年度 

 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 内閣総理大臣 
 法人所管部局 内閣府北方対策本部 担当課、責任者 内閣府北方対策本部参事官     富永 健嗣 
 評価点検部局 内閣府大臣官房政策評価広報課 担当課、責任者 内閣府大臣官房政策評価広報課長  瀧澤 謙 
主務大臣（融資業務のみ） 内閣総理大臣及び農林水産大臣 
 法人所管部局 内閣府北方対策本部 

水産庁漁政部水産経営課 
担当課、責任者 内閣府北方対策本部参事官 富永 健嗣 

水産庁漁政部水産経営課長 魚谷 敏紀 
 評価点検部局 内閣府大臣官房政策評価広報課 

農林水産省大臣官房広報評価課 
担当課、責任者 内閣府大臣官房政策評価広報課長 瀧澤  謙 

農林水産省大臣官房広報評価課長 坂本 延久 
 
３．評価の実施に関する事項 
独立行政法人北方領土問題対策協会の自己評価に対して、有識者の意見を踏まえつつ「独立行政法人北方領土問題対策協会の評価に関する基準」（平成 27 年６月 12 日内閣総理大臣決定）に基づき、

主務大臣の評価を実施した。また、評価の点検を行うに際しては、内閣府独立行政法人評価等のための有識者懇談会及び国立研究開発法人審議会水産部会を開催し、意見を聴取した。 
 
４．その他評価に関する重要事項 
特になし。 
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定様式 

 
１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

Ｂ 
  

（参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 

Ｈ３０年度 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 

Ｂ B B B  

評定に至った理由 評価基準に基づき、項目別評定は全ての項目が「Ｂ」であることから「Ｂ」とした。 
 

 
２．法人全体に対する評価 
法人全体の評価 新型コロナウイルス感染症の影響という予測し難い外部要因により事業を中止せざるを得ない状況となるなどの事情により、一部の取組は結果的に困難度の高いものとなり、

定量的指標を達成できていない部分もあったが、代替措置を講じるなど法人の自主的な努力や業績改善の取組が行われたことから、全体として中期計画における所期の目標をお

おむね達成していると認められる。 
特に、重点事項である国民世論の啓発については、SNS を活用した情報発信の手法を検討・実践し、SNS による情報発信数及び読者数は、前年度からもさらに伸びを見せ、

前中期目標期間最終年度より大幅に増加するなど、中期目標達成に向けた取組を着実に実施していると評価できる。 
全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 
 
 
 

 
３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 
項目別評定で指摘した

課題、改善事項 
引き続き、定量的指標及び定性的指標等の達成に向け取り組む必要があるが、特に、北方領土問題に対する関心度や理解度、運動への参加意欲が高まるよう、時代の変化や各

種調査結果を踏まえ、各施策の更なる効果検証を不断に行っていく必要がある。 

その他改善事項 特になし。 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 
特になし。 
 

 
４．その他事項 
監事等からの意見 特になし。 

 
その他特記事項  
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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 
調書№ 

備考 
 

 中期計画（中期目標） 年度評価 項目別

調書№ 
備考 
  ３０

年度 
R 元 

年度 
R２ 

年度 
R３

年度 
R４

年度 
  ３０

年度 
R 元 

年度 
R２ 

年度 
R３

年度 
R４

年度 
Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 
 （１）国民世論の啓発  Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○  Ⅰ-(1)     （１）業務の見直し Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅱ-(1)  

①北方領土返還要求運動の推進 Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○  Ⅰ-(1) -
① 

   （２）業務運営の効率化に伴う経費節

減等 

       

②青少年や教育関係者に対する啓発 Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○  Ⅰ-(1) -
② 

   ①一般管理費の削減 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅱ-(2) -
① 

 

③国民一般に対する情報発信 Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○  Ⅰ-(1) -
③ 

   ②業務経費の効率化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅱ-(2) -
② 

 

（２）四島交流事業 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅰ-(2)    （３）給与水準の適正化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅱ-(3)  
（３）調査研究 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅰ-(3)    （４）調達の合理化等 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅱ-(4)  

 （４）元島民等の援護 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅰ-(4)   Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 
 （５）北方地域旧漁業権者等への融資 Ｂ Ｂ B Ｂ  Ⅰ-(5)    （１）運営費交付金金額策定 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅲ-(1)  
           （２）一般業務勘定 ― ― ― ―  Ⅲ-(2)  

          （３）貸付業務勘定 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅲ-(3)  
           （４）重要な財産の処分等に関する計

画 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅲ-(4)  

          Ⅳ．その他の事項  
           （１）内部統制の充実・強化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅳ-(1)  
           （２）公文書管理、個人情報保護、情

報公開、情報セキュリティ対策 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅳ-(2)  

           （３）人事・労務管理 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅳ-(3)  
           （４）剰余金の使途 ― ― ― ―  Ⅳ-(4)  

          （５）施設及び整備に関する計画 ― ― ― ―  Ⅳ-(5)  
          （６）中期目標期間を超える債務負担 ― ― ― ―  Ⅳ-(6)  

 
 
※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 
※２ 困難度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※３ 重点化の対象とした項目については、各標語の横に「重」を付す。 

※４ 「項目別調書 No.」欄には、令和元年度の項目別評定調書の項目別調書 No.を記載。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―（１） 国民世論の啓発 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

0196 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

 ② 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

 

Ｈ３０年

度 

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度  Ｈ３０年

度 

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

国民一般の北

方領土問題に

対する関心度

や理解度、運動

への参加意欲

などを測定す

る調査の実施 

初年度及び

そのほか本

中期目標期

間中に少な

くとも２回

実施 

 １回  １回   予算額（千円） 575,690 551,944 522,939 476,135  

        決算額（千円） 501,933 471,461 245,836 290,523  

        経常費用（千円） 509,164 526,231 267,254 339,963  

        経常利益（千円） 73,365 79,120 306,466 199,024  

        行政サービス実施

コスト（千円） 

526,945 ― ― ―  

        行政コスト（千円） ― 568,668 284,068 350,291  

        従事人員数 4人 4人 4人 4人  

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載 

注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 北方領土返還要求運

動の中核を担う方々の

一層の高齢化を踏まえ、

広く国民一般の北方領

土問題に対する関心と

理解を得て、国民運動と

しての運動の活性化と

いう観点から、本中期目

標期間中に目に見える

効果を上げる。そのた

北方領土返還要求運 

動の中核を担う方々の

一層の高齢化を踏まえ、

広く国民一般の北方領

土問題に対する関心と

理解を得て、国民運動と

しての運動を活性化す

る観点から、本中期目標

期間中に目に見える効

果を上げていく必要が

北方領土返還要求運

動の中核を担う方々の

一層の高齢化を踏まえ、

広く国民一般の北方領

土問題に対する関心と

理解を得て、国民運動と

しての運動を活性化す

る観点から、平成 30 年

４月１日から令和５年

３月 31 日までの中期目

＜その他の指標＞ 

ＰＤＣＡサイクルの

実効性を確保し、効果的

な事業を実施するため、

国民一般の北方領土問

題に対する関心度や理

解度、運動への参加意

欲、それらへの協会事業

の寄与度などを測定す

る調査が適切に実施さ

＜評定と根拠＞「Ｂ」 

国民世論の啓発について、北方領土返還要求運動の推進、青少年や教育関係者

に対する啓発及び国民一般に対する情報発信（小項目）ごとの自己評価は、いず

れもＢ評価であることから、全体として、当該事項の評価をＢとした。 

 

＜主要な業務実績＞ 

○効果的な事業を実施するための調査について  

令和２年度に国民一般の北方領土問題に対する関心度や理解度、啓発活動

への参加意欲、それらへの協会事業の寄与度等を測定する調査を実施した。 

本調査の結果を基に令和３年度の啓発活動の方針を「若年層を中心とした

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 国民世論の啓発について、北方領土返

還要求運動の推進、青少年や教育関係者

に対する啓発及び国民一般に対する情

報発信（小項目）ごとの評価は全てＢ評

価であり、全体として当該事項の評価を

「Ｂ」とする。 

 

【効果的な事業を実施するための調査
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め、全国における活動の

推進、青少年及び教育関

係者に対する啓発等を

通じた運動の担い手と

しての後継者育成の強

化に加え、これまで啓発

の効果が必ずしも十分

に及んでいなかった世

代、地域などの関心や理

解の底上げを図ること

に重点を置く。特に若年

層への情報発信に徹底

的に取り組む。また、民

間企業等（例えば、先の

大戦の関連資料等を保

有する機関なども含

む。）と連携した取組も

進める。 

その前提として、ＰＤ

ＣＡサイクルの実効性

を確保し、効果的な事業

を実施するため、国民一

般の北方領土問題に対

する関心度や理解度な

どを定量的に把握する。

本中期目標期間初年度

において、内閣府と連携

しつつ、事業の有効性や

費用対効果の検証を行

い、その結果に基づき、

既存事業の廃止や新規

事業の創設、職員の関与

の合理化を含む改善・効

率化を徹底的に行う。 

 

ある。そのため、全国に

おける活動の推進、青少

年及び教育関係者に対

する啓発等を通じた運

動の担い手としての後

継者育成の強化に加え、

これまで啓発の効果が

必ずしも十分に及んで

いなかった世代、地域な

どについて、その関心や

理解の底上げを図る。特

に若年層への情報発信

に徹底的に取り組む。 

取組の前提として、Ｐ

ＤＣＡサイクルの実効

性を確保し、効果的な事

業を実施するため、国民

一般の北方領土問題に

対する関心度や理解度、

運動への参加意欲、それ

らへの協会事業の寄与

度などを測定する調査

を初年度に実施し、この

ほか、中期目標期間中に

少なくとも２回の調査

を実施する。 

また、内閣府と連携し

つつ、初年度において事

業の有効性や費用対効

果の検証を行い、その結

果に基づき、既存事業の

廃止や新規事業の創設、

職員の関与の合理化を

含む改善・効率化を図

る。 

標期間中に目に見える

効果を上げていく必要

がある。そのため、全国

における活動の推進、青

少年及び教育関係者に

対する啓発等を通じた

運動の担い手としての

後継者育成の強化に加

え、これまで啓発の効果

が必ずしも十分に及ん

でいなかった世代、地域

などについて、その関心

や理解の底上げを図る。

特に若年層への情報発

信に徹底的に取り組む。 

国民一般の北方領土

問題に対する関心度や

理解度、運動への参加意

欲、それらへの協会事業

の寄与度などを測定し

た調査結果及び事業の

有効性や費用対効果の

検証を踏まえ、既存事業

の廃止や新規事業の創

設、職員の関与の合理化

を含む改善・効率化を図

る。 

また、新型コロナウイ

ルス感染症をめぐる状

況を注視し、状況に応じ

てオンラインによる事

業実施等、対面によらな

い方法での国民世論の

啓発の在り方を検討し

つつ、事業を実施する。 

れているか（初年度及び

そのほか本中期目標期

間中に少なくとも２回

実施）。 

事業の有効性や費用

対効果の検証を行い、そ

の結果に基づき、事業の

改善・効率化を図ってい

るか。 

 

＜評価の視点＞ 

・国民世論の啓発に関

する事項について、適切

に実施されているか。 

 

・北方領土返還要求運

動を国民運動として活

性化するために、あらゆ

る地域、世代の国民、と

りわけ次代を担う若い

世代の北方領土問題に

対する関心と理解を深

めることに資するもの

か。 

 

啓発」とし、教育者会議の活動強化、北方領土エリカちゃん等を活用した北方

領土問題に関する情報発信の強化等により若年層の北方領土問題に対する関

心度を高め、返還要求運動への参加につながるように努めた。また、県民会議

等の関係団体に対しても積極的な活動展開を求めた。 

今後も事業の効果検証やＰＤＣＡサイクルの実効性を考慮の上、事業の効

果的な実施に努めていく。 

について】 

令和２年度に実施した国民一般の北

方領土問題に対する関心度や理解度、運

動への参加意欲についての調査を基に

令和３年度の啓発活動の方針を「若年層

を中心とした啓発」とし、若年層の北方

領土問題に対する関心度を高め、返還要

求運動への参加につながるように努め

たことは評価できる。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善

方策＞ 

北方領土問題に対する関心度や理解

度、運動への参加意欲が高まるよう、時

代の変化や各種調査結果を踏まえ、各施

策の更なる効果検証を不断に行ってい

く必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載す

ることが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―（１）―① 北方領土返還要求運動の推進 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

北方領土問題等の解決の促進の

ための特別措置に関する法律 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】これまで北方領土返還要求運動の中核を担ってきた元島民の高齢化が一層進む中で、北方領土問

題の解決に向けた強い意志が世代を超えて共有されることが必要。そのため、あらゆる地域、世代の国民、

とりわけ次代を担う若い世代の北方領土問題に対する理解を深め、関心を高めていくことが急務であり、目

に見える効果を上げることが必要。 

【難易度：高】問題への関心が相対的に低い層に情報を届け、関心と理解の底上げを図ることは容易なことでは

ない。北方領土問題に対する関心や理解の度合いなどは、その時々の社会情勢など外部要因による影響も想

定される。評価においてそうしたことも考慮することを前提に、本中期目標期間において目に見える効果を

上げていく必要から、チャレンジングな目標を設定。 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

0196 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

 ② 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

 

Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度  Ｈ３０年

度 

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

各年度における県民 

大会等各地の事業へ 

の参加者のうち、若年 

層の割合及び初参加 

者の割合 

前中期目

標期間最

終年度の

水準を上

回る。 

若年層： 

19.6％ 

初参加者： 

58.8％ 

若年層： 

23.4％ 

初参加者： 

54.4％ 

若年層： 

21.3％ 

初参加者： 

59.1％ 

若年層： 

24.9％ 

初参加者： 

34.2％ 

若年層： 

28.9％ 

初参加者： 

55.3％ 

 予算額 

（千円） 

     

北方領土問題等に関

するＳＮＳ等による

各年度の情報発信の

件数 

前中期目

標期間最

終年度比

20％増 

371件 

※前中期目標

期間最終年度

値：309件 

387件 495件 452件 532件  決算額 

（千円） 

     

ＳＮＳ等の読者数 

又は反応数 

前中期目

標期間最

終年度比

10％増 

27,528件 

※前中期目標

期間最終年度

値：25,025件 

26,013件 39,379件 72,963件 125,664件  経常費用 

（千円） 

     

        経常利益 

（千円） 

     

        行政コスト 

（千円） 

     

        従事人員数      

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                      

注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 全国各地の大会、

署名活動、北方領土

に触れる機会を提供

する企画など北方領

土返還要求運動に係

る取組については、

若年層など参加者の

裾野の拡大や、取組

の波及効果の増大に

重点を置く。 

北方領土返還要求

全国大会について

は、運動における中

核的な行事と捉え、

協会の関与の在り方

を見直しつつ、大会

の成果の効果的な情

報発信などを通じ、

北方領土問題に対す

る国民の関心度や理

解度を高める。 

 都道府県等におけ

る取組の推進につい

ては、取組事例の情

報収集・発信の強化

などにより、全国各

地の取組の見える

化、地域間の取組の

情報共有・連携を進

める。 

 

全国各地の大会、

署名活動、北方領土

に触れる機会を提供

する企画など北方領

土返還要求運動に係

る取組については、

若年層など参加者の

裾野の拡大や、取組

の波及効果の増大に

重点を置く。各年度

における県民大会等

各地の事業への若年

層の参加者の割合及

び初めての参加者の

割合が前中期目標期

間最終年度の水準を

上回るよう、各都道

府県民会議と連携

し、若年層の参加及

び初めての参加の拡

大に向けた対策を各

年度において講ず

る。 

北方領土返還要求

全国大会について

は、協会における一

連の運動の推進及び

啓発の取組に活かす

観点から、協会の関

与の在り方の見直

し、大会の成果の効

果的な情報発信など

を通じ、北方領土問

題に対する国民の関

心度や理解度の向上

に努める。 

都道府県等におけ

る取組の推進につい

ては、取組事例の情

報収集・発信の強化

（ア）全国に設置され

ている北方領土返還

要求運動都道府県民

会議（以下「県民会

議」という。）や返還

要求運動に取り組む

民間団体で組織され

る北方領土返還要求

運動連絡協議会及び

その加盟団体等が開

催する各種大会、街

頭啓発、キャラバン、

パネル展等の北方領

土に触れる機会を提

供する企画など北方

領土返還要求運動に

係る取組について

は、若年層など参加

者の裾野の拡大や、

取組の波及効果の増

大に重点を置き、実

施する。各種大会に

ついては、開催報告

をＳＮＳで発信する

ことなどにより全国

各地の取組の見える

化を図る。 

（イ）県民大会（県民会

議等が主催して返還

の訴え、啓発等を目

的に行う大会をい

う。以下同じ。）等に、

研究者、実務家、元島

民等を講師として派

遣する事業を実施す

る。 

（ウ）協会、県民会議、

都道府県等の連携を

緊密にするためのパ

イプ役として推進委

＜主な定量的指標＞ 

・各年度における県

民大会等各地の事業

への参加者のうち、

若年層の割合及び初

参加者の割合が前中

期目標期間最終年度

の水準を上回るよ

う、協会は、若年層の

参加及び初参加者の

拡大に向けた対策を

毎年度実施する。 

・北方領土問題等に

関するＳＮＳ等によ

る各年度の情報発信

の件数を平成 29 年

度比 20％増。 

・ＳＮＳ等による情

報発信について、読

者数又は反応数を平

成 29年度比 10％増。 

 

＜その他の指標＞ 

北方領土返還要求

運動に係る取組への

支援が適切に実施さ

れているか。 

〇 北方領土返還要求運動に係る取組の支援について 

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、昨年度の事業実施で得た経験

を活用し、県民会議、北連協等が実施する事業において、オンライン会議システム等を使用

した代替事業の実施を県民会議等に促し、withコロナを見据えた返還運動を展開した。 

北方領土返還要求全国大会は無観客方式によるオンライン形式で開催し約 6,200 名の参加を

得た。各県民会議及び北連協においては、引き続き新型コロナウイルス感染症対策を講じた

上でオンライン配信を交えた県民会議の開催、各種広告媒体や地域のイベント等を活用した

北方領土に関する啓発活動の実施、北方領土問題に係るパネル展の開催等の各種事業を行っ

た。協会としてこれらの事業に対して、啓発資料及び資材の提供、啓発パネル及びビデオの

貸与、講師派遣、経費等の支援を行った。 

支援に際しては、事業内容が北方領土問題を解決して平和条約を締結するという政府の基

本的方針に合致していることを前提とし、費用対効果を十分考慮した上で、効果的、効率的

な事業実施が行われるように、事業内容、規模、過去の実績等が支援条件に合致しているか

を確認している。 

また、支援を行った事業については、事業終了後に各実施団体から、参加人数、参加者の

反応、事業における新たな取組状況等を記載する事業実施報告書の提出を受け、事業の効果

を適切に把握するよう努めた。 

第４期中期目標期間最後の年度となる令和４年度においても with コロナにおける啓発活

動の在り方及びウクライナ情勢等の北方領土問題を取り巻く情勢の変化を見据え、啓発活動

の実施及び支援を行っていく。 

 

○ 統一的アンケートの実施結果について  

北方領土返還要求運動の中心として携わってきた元島民が高齢化を迎えており、返還要求

運動の担い手となる若年層の育成が大きな課題となっている。この課題への対策の一つとし

て、第４期中期目標において「県民大会等の事業への参加者のうち、若年層の割合及び初参

加者の割合が前中期目標期間最終年度の水準を上回ること」としている。  

令和３年度の結果として、県民大会等の各事業へ参加した若年層の割合は28.9％、初参加

者の割合は55.3％となり、若年層の割合は目標値を上回る結果となった。  

年度当初にオンラインで開催したブロック幹事県推進委員・県民会議担当者会議の際に、若

年層又は初参加者の動員増加につながった県民会議の取組を好事例として各県民会議に共有

し参加者の裾野の拡大につながる事業の検討を促した結果、参加者のうち若年層の割合は、

前中期目標期間最終年度の水準を上回った。  

令和３年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、ＹｏｕＴｕｂｅを使い県民大会の様

子をオンラインで配信する等、参加者に負担の少ない開催形式を促し、初参加者の割合増加

に努めた結果、令和２年度の初参加者の割合を上回ったが、前中期目標最終年度の水準を下

回る結果となった。令和４年度においては新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、魅

力的な啓発プログラムの実施やＳＮＳ等による啓発活動の広報強化を各県民会議に促してい

く。  

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

新型コロナウイルス感染症拡大の影

響という予測し難い外部要因により対

面方式による事業が中止となったが、

協会の自主的な努力や業績改善の取組

が行われたことから、所期の目標はお

おむね達成しているものと認められ

る。以下の実績を総合的に勘案し、「Ｂ」

と評価する。 

 

【北方領土返還要求運動に係る取組へ

の支援等】 

 新型コロナウイルス感染症の影響に

より対面方式での事業が中止となる中

で、オンライン会議システムの導入等

による代替事業の実施を主催団体に促

し、事業開催に当たっては啓発資材等

の提供や啓発パネル及びビデオの貸

与、講師派遣といった必要な支援を適

切に行ったものと認められる。支援を

行った事業については、事業終了後に

各実施団体から、参加人数、参加者の

反応、事業における新たな取組状況等

を記載する事業実施報告書の提出を受

け、事業の効果を適切に把握した。 

 

【統一的アンケートの実施】 

 新型コロナウイルス感染症の影響に

より事業参加人数を制限したこと等を

受け、初参加者の割合は目標を下回っ

ているものの、協会から各県民会議に

対して若年層又は初参加者の動員増加

につながった好事例を紹介するなど参

加者拡大のための取組を促した結果、

各県民大会等の事業で実施した統一的

アンケート結果では、事業に参加した

者のうち、若年層の割合は目標値を上

回ったものと認められる。 

 また、新型コロナウイルス感染症対
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などにより、全国各

地の取組の見える

化、地域間の取組の

情報共有・連携を進

める。 

これら北方領土返還

要求全国大会や都道

府県等の北方領土返

還要求運動に係る取

組その他北方領土問

題等に関するＳＮＳ

等による情報発信に

ついては、各年度の

件数を前中期目標期

間最終年度比 20％増

とする。また、ＳＮＳ

等による情報発信の

読者数又は反応数

（媒体・ツール当た

り）については、前中

期目標期間最終年度

比 10％増とするよう

努める。 

員を配置し、協会の

得た情報の提供を行

い、その共有を図り、

返還要求運動の推進

を図る。 

（エ）県民大会等各地

の事業への若年層の

参加者の割合及び初

めての参加者の割合

が前中期目標期間最

終年度の水準を上回

るよう、以下の会議

を開催するなど、各

県民会議等と連携

し、若年層の参加及

び初めての参加の拡

大に向けた対策を講

ずる。また、都道府県

等における取組の推

進については、これ

らの会議の活用など

により、取組事例の

情報収集・地域間の

取組の情報共有・連

携を進める。 

○ 都道府県推進委

員全国会議（４月） 

○ 都道府県民会議

代表者全国会議（11 

月開催予定） 

○ ブロック幹事県

担当者会議（11 月、

３月開催予定） 

○ 県民会議ブロッ

ク会議（各ブロック

の開催県で実施） 

（オ）北方領土返還

要求全国大会につい

ては、協会における

一連の運動の推進及

び啓発の取組に活か

す観点から、協会の

 

○ 講師派遣について 

県民会議等が開催した県民大会等に北方領土問題等の有識者及び元島民等を講師 

として派遣した。 

令和３年度においては、令和２年度に引き続き新型コロナウイルス感染症対策と 

して、有識者及び元島民ともにオンライン会議システムを用いてリモートで講演し 

てもらうオンライン講師派遣を引き続き実施した。 

○ 推進委員制度について 

地域における返還要求運動の効果的、効率的な実施を目的に、協会、県民会議、都 

道府県の緊密な連携を図るためのパイプ役として、都道府県知事の推薦を得て理事 

長が任命した推進委員を 47 都道府県に配置し、協会、推進委員、県民会議等の３者 

が密に連携し、事業を実施した。 

○ 県民会議事業及び協会事業等の課題等を協議するための会議の開催について 

① 都道府県推進委員全国会議について 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和３年度の都道府県推進委員全国会議

は、各県民会議を６ブロックに分けたブロック幹事県の推進委員と県民会議担当者による

オンライン形式でのブロック幹事県推進委員・県民会議担当者会議を開催した。 

会議では、令和３年度における協会の事業計画の周知、事業実施に当たっての課 

題を共有し、事業の円滑な実施と効果的・効率的な推進を図った。 

② 都道府県民会議代表者全国会議及びブロック幹事県担当者会議について  

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和３年度の都道府県民会議代表者全国

会議は、ブロック幹事県県民会議関係者によるオンライン形式でのブロック幹事県県民会

議関係者オンライン会議を開催し、令和３年度上半期の事業報告、令和３年度下半期の事

業計画を説明したほか、次年度事業の円滑な実施を図るため、各種確認事項等について協

議した。 

③ 県民会議ブロック会議（６ブロック）について  

各県民会議を６ブロックに分け、ブロック内の協力及び連携を強化するとともに、課

題等を協議するためのブロック会議を内閣府、都道府県民会議、都道府県主管課、推進

委員等の出席を得て開催した。北海道・東北ブロック、関東・甲信越ブロック及び近畿

ブロックはオンラインで、東海・北陸ブロック、中国・四国ブロック及び九州・沖縄ブ

ロックは対面式で、開催した。  

この会議では、ブロック内の各県民会議事業の周知及び事業実施において明らかにな

った課題などについて活発な意見交換が行われ、県民会議間の連携強化及び情報の共有

を図った。  

④ ホームページやＳＮＳ等の活用について  

協会ホームページにおいて協会事業等の最新情報の発信に努めた。  

 平成 29年度 

（目標値） 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

若年層の割合 19.6％ 23.4％ 21.3％ 24.9％ 28.9％ 

初参加者の割合 58.8％ 54.4％ 59.1％ 34.2％ 55.3％ 

回答者数 2,973人 2,939人 3,070人 401人 492人 

策のため、ＹｏｕＴｕｂｅを使い県民

大会の様子をオンラインで配信する

等、初参加者の割合増加に努めた結果、

初参加者の割合は前中期目標最終年度

の水準は下回ったものの、令和２年度

の水準を上回った。 

 

【推進委員制度及び各種会議の開催】 

 新型コロナウイルス感染症の影響に

より対面での開催を中止せざるを得な

かった会議についても、書面での開催

とするなど、地域とのパイプ役である

推進委員等に対して、都道府県推進員

全国会議の開催等を通じて、各地域間

の情報共有を図る取組が行われた。 

 

【ホームページやＳＮＳの活用】 

ＳＮＳによる情報発信数及び情報発

信の読者数について、前年度に引き続

きプロジェクトチームによる投稿を実

施し、令和３年８月と令和４年２月の

「北方領土返還運動全国強調月間」に

合わせてＳＮＳを活用した北方領土集

中啓発事業を実施することで前中期目

標期間最終年度比 20％増（情報発信

数）・同 10％増（読者数）を達成してお

り、ＳＮＳによる情報発信の強化が認

められる。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改

善方策＞ 

 引き続き、啓発事業への初参加者割

合の向上のために効果的な取組を推進

していくことが重要である。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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関与の在り方の見直

し、大会の成果の効

果的な情報発信など

を通じ、北方領土問

題に対する国民の関

心度や理解度の向上

に努める。 

（カ）北方領土返還

要求全国大会や都道

府県等の北方領土返

還要求運動に係る取

組その他北方領土問

題等に関するＳＮＳ

等による情報発信の

件数を前中期目標期

間最終年度比 20％増

とする。また、ＳＮＳ

等による情報発信の

読者数又は反応数

（媒 

体・ツール当たり）に

ついては、前中期目

標期間最終年度比

10％増とするよう努

める。 

 

また、北方領土イメージキャラクター「エリカちゃん」及び「エリオくん」を主人公

にした協会ＳＮＳにおいても、協会事業や関係団体の事業の告知及び結果の報告に加え

て、北方領土問題や北方領土隣接地域の紹介等の発信を柔らかく行った。  

ＳＮＳによる情報発信数及び情報発信の読者数については、前年度に引き続きプロジェ

クトチームによる投稿を実施し、令和３年８月と令和４年２月の「北方領土返還運動全国

強調月間」に合わせてＳＮＳを活用した北方領土集中啓発事業を実施することにより、い

ずれも前中期目標期間最終年度比 20％増（情報発信数）、同 10％増（読者数）を達成し

た。 

・ＳＮＳによる情報発信数（目標値：371件） 

年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

情報発信数 309件 387件 495件 452件 532件 

 

・ＳＮＳによる情報発信の読者数（目標値：27,528件（各ＳＮＳ読者数の合計値）） 

年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

ツイッター   14,136 件 15,328 件 27,359 件 59,615 件 112,392 件 

フェイスブック  10,889 件 10,685 件 12,020 件 13,348 件 13,272 件 

合計値 25,025 件 26,013 件 39,379 件 72,963 件 125,664 件 

 

 

注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載す

ることが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―（１）―② 青少年や教育関係者に対する啓発 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】これまで北方領土返還要求運動の中核を担ってきた

元島民の高齢化が一層進む中で、北方領土問題の解決に向けた

強い意志が世代を超えて共有されることが必要。そのため、あ

らゆる地域、世代の国民、とりわけ次代を担う若い世代の北方

領土問題に対する理解を深め、関心を高めていくことが急務で

あり、目に見える効果を上げることが必要。 

【難易度：高】問題への関心が相対的に低い層に情報を届け、関心と

理解の底上げを図ることは容易なことではない。北方領土問題

に対する関心や理解の度合いなどは、その時々の社会情勢など

外部要因による影響も想定される。評価においてそうしたこと

も考慮することを前提に、本中期目標期間において目に見える

効果を上げていく必要から、チャレンジングな目標を設定。 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

0196 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

 

Ｈ３０年

度 

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度  Ｈ３０年

度 

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

協会 HP に掲載

する学習教材

集のダウンロ

ード数 

前年度比増

とする。 

1,406件 4,022件 

 

7,097件 11,741件 23,045件  予算額（千円）      

        決算額（千円）      

        経常費用（千円）      

        経常利益（千円）      

        行政コスト（千円）      

        従事人員数      

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                        

注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 全国の青少年が、

元島民等を交え、北

方領土問題に対する

積極的な意見交換を

行う機会づくりやそ

の成果の発信強化な

どにより、青少年の

主体的な問題意識や

活動への参加意欲を

醸成する。 

 また、学習指導要

領の改訂を踏まえ、

協会が作成する学習

教材集の利活用、教

育関係者による指導

方法に関する研究や

情報共有、その実践

などを促進する。 

 

返還要求運動の後

継者として期待され

る全国の青少年を対

象に、元島民や隣接

地域の地方自治体等

を交え、自ら解決策

等を考え、主体的に

意見交換を行う事業

を毎年度実施し、そ

の成果の発信強化な

どにより、問題の関

心と理解を深め、主

体的な問題意識や活

動への参加意欲の醸

成を図る。 

 学習指導要領の改

訂を踏まえ、教育関

係者による指導方法

に関する研究や情報

共有などを促進する

とともに、協会が作

成している学習教材

集の利活用を促進

し、当該学習教材集

のダウンロード数を

前年度比増とするよ

う努める。 

（ア）返還要求運動

の後継者として期待

される全国の青少年

を対象に、元島民や

隣接地域の地方自治

体等を交え、自ら解

決策等を考え、主体

的に意見交換を行う

事業も含め、以下の

事業を実施し、事業

参加者の事後活動を

促進することにより

成果の発信強化に努

め、問題の関心と理

解を深め、主体的な

問題意識や活動への

参加意欲の醸成を図

る。 

○ 北方少年少女交

流事業（対象：北方領

土元居住者の３世等

／東京／７月予定） 

・ 内閣総理大臣、内

閣府特命担当大臣

（沖縄及び北方対

策）等の関係大臣に

対し、早期解決の訴

え 

・ 同世代の少年・少

女との交流を通じた

北方領土研修 

 

○ 北方領土問題教

育委員会関係者現地

研修会（対象：教育委

員会関係者／根室市

／10 月予定） 

 

○ 北方領土ゼミナ

ール（対象：大学生等

＜主な定量的指標＞ 

・協会 HPに掲載する

学習教材集のダウン

ロード数を前年度比

増とする。 

 

＜その他の指標＞ 

青少年向け事業を

実施し、参加者が事

業後も引き続き北方

領土問題に対する関

心を持ってもらえる

ように、参加者への

事後活動の促進が図

られているか。 

 

＜評価の視点＞ 

 国民運動としての

北方領土要求返還運

動の担い手の育成及

び若年層への情報発

信強化に資するもの

か。 

＜主要な業務実績＞「Ｂ」 

○ 青少年や教育関係者に対する各種事業の実施について 

①北方少年少女交流事業の開催 

北方領土隣接地域の１市４町に在住する北方領土元居住者の３世、４世等（中学生）

に対して、北方領土問題に対する理解と認識を深めてもらうことを目的に実施している

本事業について、令和３年度は、関係機関と調整を行ったが、長引く新型コロナウイル

ス感染症の影響により、実施を見送ることとなった。 

内閣総理大臣等の関係閣僚と直接面会し北方領土問題の早期解決を訴えることは北

方領土返還要求運動の後継者育成につながる重要な機会の一つでもあるため、令和４年

度は事業の再開に向け、関係機関と調整を進めていく。 

 

 

 ② オンライン研修会の開催について  

令和３年度は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、例年、根室市で開

催している各研修会についてもオンライン形式で開催しました。  

全国の大学生等を対象として実施している「北方領土ゼミナール」について、昨年度

に続き令和３年度も新型コロナウイルス感染症対策のためオンライン形式で開催し

た。ゼミナールの開催に先立ち、参加学生には北方領土問題に係る事前学習を課題と

し、学習の感想等を記した事前学習ワークシートを提出させることで、ゼミナール当

日は参加学生による活発な意見交換がなされるよう考慮した。オンラインゼミナール

当日は、元島民の講話の後、「北方領土返還要求運動はどうして必要か」をテーマに

グループディスカッションを行った。  

本事業参加者に対してアンケートを実施し、全ての参加者から「非常に有意義だ 

った」又は「有意義だった」との評価を受けた。  

また、全国の教育委員会に対して、北方領土問題や北方領土教育、北方領土返還運

動団体との連携・協力等の方法等について記した資料を配布し、北方領土を直接目で

見て体験することの重要性を理解してもらい、次年度からの事業実施につながるよう

に努めた。  

北方領土返還要求運動の担い手の育成は啓発活動の重要課題の一つであり、令和４

年度においても引き続き新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、着実に事業を

実施していく。 

 

③ 北方領土に関する全国スピーチコンテストについて  

次代を担う若い世代が北方領土問題を身近な問題として捉え、この問題に関心を持

ち、北方領土問題に関する歴史等を正しく理解することを目的に全国の中学生を対象

に「令和３年度北方領土に関する全国スピーチコンテスト」を実施し、6,184作品の

応募があった。  

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、令和２年度と同様に出場中学

生のスピーチ動画をＹｏｕＴｕｂｅで視聴し審査するオンライン形式で最終審査会を

実施した。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

新型コロナウイルス感染症拡大の影

響という予測し難い外部要因により中

止となった事業もあったが、協会の自

主的な努力や業績改善に向けた取組が

行われたことから、所期の目標をおお

むね達成しているものと認められる。

以下の実績を総合的に勘案し、「Ｂ」と

評価する。 

 

【青少年や教育関係者に対する各種事

業の実施】 

 新型コロナウイルス感染症の影響に

より、北方少年少女交流事業が中止と

される等の状況にあったが、オンライ

ン会議システムを使用して若年層向け

のオンライン研修会を開催し、また、

北方領土に関する全国スピーチコンテ

ストにおいてＹｏｕＴｕｂｅを利用

してオンライン形式による最終審査を

実施するなど、代替的な事業実施を行

ったものと認められる。 

また、実施できた事業の中で参加者

に事後活動の重要性について周知し、

参加学生が所属大学構内にパンフレッ

トを配置するなどの成果も見られた。 

 北方領土教育用教材については、中

学校教員向けにＩＣＴを活用した「北

方領土に関する学習教材集」を作成し、

協会ホームページにおいて学習教材集

として提供し、協会ＳＮＳ等において

学習教材集の周知を行った結果、ダウ

ンロード数は前年度比増となり、目標

を達成しているものと認められる。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改

善方策＞ 

特になし。 
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／根室市／９月予

定） 

○ 北方領土問題に

関するスピーチコン

テスト（対象：中学生

／２月予定） 

（イ）学習指導要領

の改訂を踏まえ、教

育関係者による指導

方法に関する研究や

情報 

共有などを促進、ま

た、ＩＣＴを活用し

た教育に関するコン

テンツの作成を行い

学習教材集の利活用

を促進し、当該学習

教材集のダウンロー

ド数を前年度比増と

するよう努める。 

（ウ）学校教育にお

ける北方領土教育の

充実・強化を図るこ

とを目的とする「北

方領 

土問題教育者会議」

については、北方領

土に関する学習会、

パネル展、作文コン

クール等を始めとす

る事業の実施に対し

て、適切な支援を行

う。 

（エ）各都道府県の

教育者会議間の連携

を図るとともに、教

材等の成果物の共有

化等を進めるため、

「北方領土問題教育

者会議全国会議」を

２月に開催する。さ

らに、教 

本事業の周知を図るため、最終選考会の審査員として教育者会議全国会議の参加教諭

に参加してもらい、出場中学生のスピーチ動画を全国の県民会議や教育者会議において

視聴してもらうよう依頼し、あわせて事業の報告書を県民会議、教育者会議等へ配布し

た。 

令和４年度においても、より多くの参加者を集めることが出来るよう努めていく。 

 

④ ブロック青少年育成事業の実施について  

全国のより多くの青少年に北方領土問題の啓発を図るために、都道府県を６ブロック

に分け、北方領土問題に対する理解と関心を深めることを目的とした研修・交流会を開

催した。中国・四国ブロック及び九州・沖縄ブロックは対面式で、北海道・東北ブロッ

ク、関東・甲信越ブロック、東海・北陸ブロック及び近畿ブロックはオンラインで、開催

した。 

 

 

 ⑤ 北方領土問題教育者会議等について  

教育者会議に対して、運営経費や啓発資材提供に加え、各県の教育者会議単独で実施

した研修会及び教育者会議と県民会議が協力して実施する北方領土教育の実践授業、パ

ネル展、作文コンクールなどの事業に対して引き続き支援を行った。  

北方領土問題を授業で取り上げる際の一助として、協会ホームページにおいて学習教

材集を提供しており、令和３年度においては、中学校教員向けにＩＣＴを活用した「北方

領土に関する学習教材集」を作成した。また、協会ＳＮＳ等において学習教材集の周知等

を行った結果、前年度のダウンロード件数を上回った。今後も学習教材集の拡充及び活

用の呼び掛けを行っていく。 

 

・協会ＨＰ掲載学習教材集のダウンロード件数 

年度 平成 29年

度 

平成 30年

度 

令和元年

度 

令和２年度 令和３年度 

ダウンロード件

数 

1,406件 4,022件 7,097件 11,741件 23,045件 

    

教育者会議間の連携を図り、教育者会議活動の効果的、効率的な拡充について協議す 

るため、「教育者会議全国会議」を開催すべく関係機関と調整を行ったが、長引く新型コ

ロナウイルス感染症の影響により中止し、代わりに、令和３年度の啓発事業に関する資

料、教育委員会との協力関係を構築するための資料、教育者会議の活動に対する支援拡

充に関する資料等を共有することにより、学校教育の場における北方領土教育の充実及

び強化を図った。  

 

⑥ 北方領土青少年等現地視察事業について  

令和３年度は、令和３年11月５～７日の日程で奈良県（中学生・同行者等23名）、令

和３年12月25～28日の日程で熊本県（中学生・同行者等25名）及び宮崎県（中学生・同

行者等25名）、令和４年1月6～9日の日程で島根県（中学生・同行者等24名）、が現地

視察事業を実施した。  

北方領土問題を自分ごととして認識してもらうことを目的に現地視察前の事前研修会

＜その他事項＞ 

特になし。 
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育者会議へのアンケ

ート等を実施するこ

とで、その活動状況

を把握し、同会議で

の 

成果を教育関係者に

フィードバックす

る。 

（オ）県民会議等が

実施する青少年現地

視察事業について適

切な支援を行う。 

（カ）北方領土隣接

地域への修学旅行等

の誘致促進を実施

し、修学旅行者の増

加に結 

びつけることで、今

後の返還運動の後継

者の育成の推進を図

る。 

 

の実施並びに視察日程に「北方領土の視察」、「元島民体験談の聴講」及び「北方領土

啓発施設の見学」を必ず取り入れることを条件に支援を行った。また、事後活動とし

て、事業に参加した中学生は、地元中学校の学年集会での視察報告等を行った。  

参加者へのアンケートでは、全ての参加者から「北方領土問題に対する関心が深まっ

た」との回答があり、特に「元島民の体験談」や「北方領土の視察」に関心を持ったと

の感想が寄せられた。  

また、令和３年度においては、一部の県民会議を除き本事業の実施を見送らざるを

得なかったことに鑑み、代替事業として「北方領土オンラインスクール」を実施した。

事前学習として納沙布岬から北方領土を望みながら北方館職員が北方領土問題につい

て解説する動画等を視聴してもらった上で、全国の中学生をオンラインでつなぎ、元

島民の講話の聴講等を行った。現地で直接、北方領土を目にすることが出来ない中で

も、動画により北方領土の近さを体験してもらい、北方領土返還に関わる方達の想い

を聞くことによって、北方領土問題に対する関心と理解を深めることに取り組んだ。  

あわせて、根室市の中学生から北方領土返還に関する想いの発表を行うことで北方

領土隣接地域の青少年と全国の同世代の青少年との、オンラインによる交流を図った。  

未だに新型コロナウイルス感染症の状況が見通せない状況ではあるが、北方領土を直

接、目で見る機会の重要性に鑑み、教育者会議と連携し、若年層に対する啓発活動に着

実に取り組んでいく。 

注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載す

ることが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―（１）―③ 国民一般に対する情報発信 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】これまで北方領土返還要求運動の中核を担ってき

た元島民の高齢化が一層進む中で、北方領土問題の解決に向

けた強い意志が世代を超えて共有されることが必要。そのた

め、あらゆる地域、世代の国民、とりわけ次代を担う若い世

代の北方領土問題に対する理解を深め、関心を高めていくこ

とが急務であり、目に見える効果を上げることが必要。 

【難易度：高】問題への関心が相対的に低い層に情報を届け、関

心と理解の底上げを図ることは容易なことではない。北方領

土問題に対する関心や理解の度合いなどは、その時々の社会

情勢など外部要因による影響も想定される。評価においてそ

うしたことも考慮することを前提に、本中期目標期間におい

て目に見える効果を上げていく必要から、チャレンジングな

目標を設定。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

0196 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

 

Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ

４

年

度 

 Ｈ３０年

度 

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

北方館、別海北

方展望塔、羅臼

国後展望塔の

集客数 

前 中 期 目

標 期 間 の

年 度 平 均

水 準 を 上

回る。 

北方館： 

143,294人 

別海北方展望

塔：75,930人 

羅臼国後展望

塔：30,875人 

北方館： 

148,204人 

別海北方展望

塔：75,690人 

羅臼国後展望

塔：32,446人 

北方館： 

144,587人 

別海北方展望

塔：77,554人 

羅臼国後展望

塔：36,027人 

北方館： 

84,167人 

別海北方展望

塔：52,403人 

羅臼国後展望

塔：19,393人 

北方館： 

63,500人 

別海北方展望

塔：53,133人 

羅臼国後展望

塔：13,394人 

 予算額（千円）      

        決算額（千円）      

        経常費用（千円）      

        経常利益（千円）      

        行政コスト（千円）      

        従事人員数      

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                        

注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 民間企業等とも連

携しながら、北方領

土問題に関する情報

発信を大胆に強化す

ることにより、国民

一般の関心と理解を

広げる。その際、情報

発信の対象は若年層

に重点化するととも

に、地域ごとの特性

なども考慮した発信

を行う。新たなＳＮ

Ｓの活用を始め発信

ツールの多様化・高

度化に積極的に対応

するなど、効果的な

発信方法を不断に検

討する。具体の情報

発信に当たっては、

訴求対象を明確にし

た上で、それに応じ

た啓発内容や媒体を

きめ細かく検討し、

実施する。 

これらの取組に当

たっては、協会の愛

称を定めるなど、こ

れまで運動に参加し

たことのない国民が

接しやすいような啓

発の在り方を検討

し、実施する。 

また、北方領土隣

接地域の事業と連携

するなどにより、北

方領土を直接見る機

会の増加も含め、実

感を伴った理解の浸

透にも取り組む。北

方館等の啓発施設に

広く国民が北方領

土問題に触れる機会

を提供し、国民一般

の問題への関心と理

解を広げるため、情

報発信を大胆に強化

する。特に、情報発信

の対象として若年層

を重点化するととも

に、地域ごとの特性

なども考慮した発信

を図る。具体の情報

発信に当たっては、

訴求対象を明確にし

た上で、それに応じ

た啓発内容や媒体を

きめ細かく検討し、

実施する。また、新た

なＳＮＳなどの従来

活用していなかった

発信ツールを用いる

など、発信ツールの

多様化・高度化への

積極的な対応を含

め、効果的な発信方

法を不断に検討す

る。 

これらの取組に当

たっては、例えば協

会の愛称を定めるな

ど、これまで運動に

参加したことのない

国民にも接しやすい

ような啓発の在り方

を検討し、実施する。 

また、北方領土隣

接地域の事業と連携

するなどにより、北

方領土を直接見る機

会の増加も含め、実

（ア）広く国民が北

方領土問題に触れ

る機会を提供し、

国民一般の問題へ

の関心と理解を広

げるため、情報発

信を大胆に強化す

る。特に、情報発信

の対象として若年

層を重点化すると

ともに、地域ごと

の特性なども考慮

した発信を図る。

具体の情報発信に

当たっては、訴求

対象を明確にした

上で、それに応じ

た啓発内容や媒体

をきめ細かく検討

し、実施する。ま

た、イメージキャ

ラクター「エリカ

ちゃん」等を活用

したＳＮＳでの発

信を行うととも

に、引き続きホー

ムページの充実を

図り、発信ツール

の多様化・高度化

への積極的な対応

を含め、効果的な

発信方法を不断に

検討する。 

 

（イ）（ア）の取組に

当たっては、これ

まで運動に参加し

たことのない国民

にも接しやすいよ

うな啓発の在り方

＜主な定量的指標＞ 

・北方館、別海北方

展望塔及び羅臼国後

展望塔の各年度の集

客数について前中期

目標期間の年度平均

の水準を上回るもの

とする。 

 

＜その他の指標＞ 

啓発グッズの設置

やイメージキャラク

ター「エリカちゃん」

とのコラボレーショ

ン、啓発イベントの

連携など、毎年度新

たに民間企業等から

協会の取組への協力

を得られているか。 

 

＜評価の視点＞ 

訴求対象に応じた

発信媒体の選択と発

信内容の工夫等を通

じ、若年層を始めと

する国民一般の関心

と理解を深めること

に資するものか。 

＜主要な業務実績＞「Ｂ」 

 ○ 国民一般に対する情報発信について  

① パンフレット等の啓発用資料及び資材について  

北方領土問題について国民が正しく理解し認識を深めるため、最新の日露関係の動き

等、パンフレットの更新を行い、県民会議等に提供し、県民大会、研修会、キャラバン及

び署名活動等において、効果的、効率的に活用してもらうことで、北方領土問題に対する

国民世論の啓発を図った。  

また、啓発用ボールペンの作成を行い、連携している民間団体等への提供を通して、啓

発活動を行った。  

さらに、主に若年層への啓発を強化するために、北方領土イメージキャラクター「エリ

カちゃん」及び「エリオくん」の人形を作成し、全国の都道府県民会議に送付すること

で、より親しみを感じやすい啓発活動を推進した。  

② 北方領土啓発用アニメーション等の動画の制作  

令和３年度の新規事業として、若年層を始めとする一般国民に、北方領土問題をより身

近に感じてもらうことを目的に、元島民の証言を参考に、択捉島を舞台とした短編アニメ

ーションの制作を行った。  

引き揚げを余儀なくされた当時の状況や今なお、故郷に帰ることのできない現状等につ

いて追体験を通してより柔らかく理解してもらうためのコンテンツとして、各県民会議等

の関係団体へＤＶＤの配布を行うとともに、多くの国民に視聴してもらえるよう、Ｙｏｕ

Ｔｕｂｅにおける配信等に取り組んでいく。  

また、北海道根室高等学校北方領土根室研究会に所属する高校生による、北方領土の歴

史、条約、現状、返還運動等について分かりやすく説明している北方領土出前講座動画及

び納沙布岬から見える北方領土や北方館・望郷の家の展示物等について、北方館の説明員

が分かりやすく説明している北方領土及び啓発施設視察動画を作成した。  

これらの動画は啓発資材として、ＹｏｕＴｕｂｅでの公開やＤＶＤの貸出を行った。  

③ 北方領土に関する標語・キャッチコピーの募集について  

協会ホームページ及び公募専門誌・ＷＥＢサイトへの掲載並びに全国の都道府県民会議

や教育者会議と連携し学生に本件への応募を促した結果、前年度比約20％増の12,672件

（令和２年度10,450件）の応募があった。  

最優秀賞受賞作品は、啓発資料等に掲載するなど啓発活動において有効に活用してい

る。今後も、若年層に北方領土問題に対する関心を持ってもらう重要な機会の一つとして

着実に本事業を実施していく。  

④ ＳＮＳ広告等による啓発について  

令和２年８月と令和３年２月の北方領土返還運動全国強調月間に合わせて、広く国民に

対して啓発を行うため、ＳＮＳを活用した北方領土集中啓発事業として、ＳＮＳ上の広告

掲載スペースへの北方領土問題に関する広告の掲載を行った。令和３年８ 月の強調月間

では、北方領土イメージキャラクター「エリカちゃん」及び「エリオくん」のツイッター

並びにフェイスブック上で「北方領土エリカちゃんマスコットプレゼントキャンペーン」

及び「北方領土エリオくんマスコットプレゼントキャンペーン」を行った。  

結果として、約58,000 件の読者数の増加につながった。引き続き、国民にとって親し

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

新型コロナウイルス感染症拡大の影

響という予測し難い外部要因により啓

発施設の閉館を余儀なくされるなどの

事態が発生したものの、協会の自主的

な努力や業績改善に向けた取組が行わ

れたことが認められる。以下の実績を

総合的に勘案し、「Ｂ」と評価する。 

 

【国民一般に対する情報発信】 

 国民全般に対する北方領土問題の啓

発、運動の裾野の拡大のため、各種啓

発資料・啓発資材の作成及び標語・キ

ャッチコピーの募集等の事業のほか、

ＳＮＳを用いたキャンペーンの展開等

が行われた。また、北方領土啓発用ア

ニメーション等の動画の制作を行っ

た。 

啓発施設の集客数については、新型

コロナウイルス感染症の影響により施

設の閉館を余儀なくされたこと等によ

り、北方館、別海北方展望塔及び羅臼

国後展望塔いずれも前中期目標期間の

年度平均の水準を下回ったが、新型コ

ロナウイルス感染症対策のための備品

の整備や協会ＳＮＳにおいて啓発施設

の紹介を積極的に行うなどの取組が評

価できる。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改

善方策＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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ついても、情報発信

の強化などにより、

集客力を向上させ

る。 

感を伴った理解の浸

透にも取り組む。民

間企業等との連携を

進め、内閣府の協力

も得つつ、啓発グッ

ズの設置やイメージ

キャラクター「エリ

カちゃん」とのコラ

ボレーション、啓発

イベントの連携な

ど、毎年度、新たに民

間企業等から協会の

取組に対する協力を

得られるよう努め

る。なお、例えば、先

の大戦の関連資料等

を保有する機関など

との連携についても

検討する。北方領土

を目で見る運動の一

環として設置された

北方館、別海北方展

望塔及び羅臼国後展

望塔の啓発施設につ

いては周辺の観光客

の動向などの外部環

境も踏まえ、情報発

信の強化などによ

り、各年度の集客数

が前中期目標期間の

年度平均の水準を上

回るよう努める。 

 

 

を検討した上で以

下の事業を実施す

る。〇 パンフレッ

ト等の啓発用資

料・資材の作成 

〇 北方領土啓発

用アニメーション

の制作 

〇 標語・キャッチ

コピーの募集 

〇 協会ホームペ

ージやＳＮＳを利

用した、事業実績

等コンテンツの速

やかな更新などの

情報発信 

〇 国民一般、取り

わけ若い世代が北

方領土問題に対す

る関心を高めるた

めの地方イベント

と連携した事業 

 

（ウ）北方領土隣接

地域の事業と連携

するなどにより、

北方領土を直接見

る機会の増加も含

め、実感を伴った

理解の浸透にも取

り組む。 

 

（エ）（イ）の事業を

含め、民間企業等

との連携を進め、

内閣府の協力も得

つつ、啓発グッズ

の設置やイメージ

キャラクター「エ

リカちゃん」との

コラボレーショ

ン、啓発イベント

みやすい啓発活動を行い、北方領土問題に対してより多くの国民が関心を持ってもらえる

ような取組を行っていく。  

⑤ 啓発施設の有効活用について  

啓発施設の集客数について、長引く新型コロナウイルス感染症の影響等により、北方館

においては、84 日間、別海北方展望塔においては、37 日間、羅臼国後展望塔においては

90 日間の期間、閉館することとなったため、目標とする前中期目標期間の年度平均集客

数を下回る結果となった。 

啓発施設から北方領土を直接目にすることができ、多くの人に啓発施設に訪れてもらう

ことは、北方領土返還に向けた国民世論を盛り上げることにもつながる。令和４年度にお

いても、来館者の方が安心して啓発施設を訪れることが出来るよう新型コロナウイルス感

染症対策を十分に講じた上で、施設の運営を行うとともに、協会ＳＮＳにおいて啓発施設

の紹介を積極的に行い、来館者の増加に努めていく。 

・啓発施設の集客数 

 前中期目標期間

平均 

（目標値） 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

北方館 143,294人 148,204人 144,587人 84,167人 63,500人 

別海北方

展望塔 

75,930人 75,690人 77,554人 52,403人 53,133人 

羅臼国後

展望塔 

30,875人 32,446人 36,027人 19,393人 13,394人 

 

 

 



16 

の連携など、新た

に民間企業等から

協会の取組に対す

る協力を得られる

よう努める。 

 

（オ）北方領土を目

で見る運動の一環

として設置された

北方館、別海北方

展望塔及び羅臼国

後展望塔の啓発施

設については周辺

の観光客の動向な

どの外部環境も踏

まえ、情報発信の

強化などにより、

集客数が前中期目

標期間の年度平均

の水準を上回るよ

う努める。 

注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載す

ることが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―（２） 四島交流事業 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

0196 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

 

Ｈ３０年

度 

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度  Ｈ３０年

度 

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

各事業での情

報発信の回数 

一事業当た

り 550件 

※協会による

発信 50 件／

事業参加者に

よる発信 500

件 

一事業当たり

550件 

①587件 

②188件 

③280件 

①310件 

②435件 

③197件 

④391件 

― 

※交流事業

が中止とな

り、交流事

業参加に関

する発信は

無し。 

― 

※交流事業

が中止とな

り、交流事

業参加に関

する発信は

無し。 

 予算額（千円） 274,452 296,621 286,619 299,264  

        決算額（千円） 238,463 261,665 310,354 160,879  

        経常費用（千円） 262,304 290,502 343,657 193,511  

        経常利益（千円） 35,578 38,220 △18,885 143,975  

        行政サービス実施

コスト（千円） 

264,280 ― ― ―  

        行政コスト（千円） ― 304,966 343,657 193,511  

        従事人員数 4人 5人 5人 4人  

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                        

注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 北方領土問題の解

決を含む日露間の平

和条約締結問題が解

決されるまでの間、

相互理解の増進を図

り、問題の解決に寄

与するため、関係機

関・団体と連携し、北

方四島在住ロシア人

と元島民、返還運動

北方領土問題の解

決を含む日露間の平

和条約締結問題が解

決されるまでの間、

相互理解の増進を図

り、問題の解決に寄

与するため、関係機

関・団体と連携し、各

年度の計画に基づ

き、各回の北方四島

① 北方領土問題の

解決を含む日露間の

平和条約締結問題が

解決されるまでの

間、相互理解の増進

を図り、問題の解決

に寄与するため、関

係機関・団体と連携

し、計画に基づき、各

回の北方四島在住ロ

＜主な定量的指標＞ 

各事業に関連する

情報発信が積極的に

行われるよう必要な

措置を講ずる（一事

業当たりＳＮＳ等に

よる発信 550 件以

上）。 

 

＜その他の指標＞ 

＜主要な業務実績＞「Ｂ」 

  令和３年度は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年度から２年度連続、

交流事業の実施を見送らざるを得ない異例の事態となった。 

  このような状況の中、新たな取組として、都道府県民会議関係者を対象に「四島交流オン

ラインセミナー」を開催し、事業参加経験の有無に関わらず、四島交流事業の意義や情報発信

の重要性について参加者の理解を深めることができた。あわせて、交流事業経験者と未経験

者との交流を通じて、四島交流事業に対する疑問や、参加に際して不安に感じている点、情報

発信のアイデア、情報発信を実践する上での課題など、協会として今後の事業に活かすべき

多くの情報を得ることができ、参加者による情報発信も実践された。「四島交流オンラインセ

ミナー」を通して、事業再開時に向け、参加者の交流事業についての認識の共有、知識の向

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

新型コロナウイルス感染症拡大の影

響という予測し難い外部要因により、

一部の事業については、結果的に困難

度の高い業務となった。交流事業が実

施できなかったが、協会の自主的な努

力や今後の業績改善に向けた取組が行

われたことが認められる。以下の実績

を総合的に勘案し、「Ｂ」と評価する。 
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関係者等との相互交

流を着実に実施す

る。特に、日露関係等

の情勢変化に応じた

内閣府等の方針に基

づき、体制の整備も

含め、機動的かつ適

切に対応する。 

加えて、国民世論

の啓発への波及効果

を高める観点から、

国民一般の北方領土

問題に関する関心や

理解を広げる上で有

益な者の参加や交流

プログラムの工夫を

図るとともに、事業

成果についての徹底

的かつ継続的な情報

発信（事業参加者に

よる積極的な発信の

推進を含む。）、事業

参加者による事後活

動を推進する。 

交流プログラムに

ついては、参加者のニ

ーズも踏まえつつ、学

術・文化・スポーツな

どの専門家・団体とも

連携し、相互理解の一

層の増進につながる

内容とする。 

毎年度の事業のＰ

ＤＣＡサイクルをよ

り実効的に機能させ

るため、関係団体等

の意見を聞きなが

ら、課題と改善策を

取りまとめて内閣府

に報告し、改善の実

現を図る。 

在住ロシア人と元島

民、返還運動関係者

等との相互交流を着

実に実施する（外部

要因による中止等を

除く。）。特に、日露関

係等の情勢変化に応

じた内閣府等の方針

に基づき、体制の整

備も含め、機動的か

つ適切に対応する。 

加えて、国民世論

の啓発への波及効果

を高める観点から、

国民一般の北方領土

問題に関する関心や

理解を広げていく上

で有益な者の参加や

交流プログラムの工

夫を図る。また、各事

業に関連する情報を

積極的かつ継続的に

発信し（協会による

発信に加え、事業参

加者による発信も含

む。）、ＳＮＳによる

発信であれば一事業

当たり 550 件以上

（他の方法による発

信の場合はこれに準

ずる。）行うよう必要

な措置を講ずる。 

交流プログラムに

ついては、参加者の

ニーズも踏まえつ

つ、学術・文化・スポ

ーツなどの専門家・

団体とも連携し、相

互理解の一層の増進

につながるととも

に、国民世論の啓発

への波及効果の増大

シア人と元島民、返

還運動関係者等との

相互交流 

を着実に実施する

（外部要因による中

止等を除く。）。特に、

日露関係等の情勢変

化に応じた内閣府等

の方針に基づき、体

制の整備も含め、機

動的かつ適切に対応

する。 

また、事業実施に当

たっては、新型コロ

ナウイルス感染症等

に対する予防措置や

危機管理対応を徹底

し、事業参加者の健

康及び安全確保に最

大限配慮して実施す

る。 

② 国民世論の啓発

への波及効果を高め

る観点から、国民一

般の北方領土問題に

関する関心や理解を

広げていく上で有益

な者の参加や交流プ

ログラムの工夫を図

る。また、各事業に関

連する情報を積極的

かつ継続的に発信し

（協会による発信に

加え、事業参加者に

よる発信も含む。）、

ＳＮＳによる発信で

あれば一事業当たり

550 件以上（他の方

法による発信の場合

はこれに準ずる。）行

うよう必要な措置を

講ずる。 

 事業参加者の事後

活動について発信す

る仕組みを検討す

る。 

 

＜評価の視点＞ 

・年度計画に基づ

き、各事業を適切に

実施したか。 

・国民一般の北方領

土問題に関する関心

や理解を広げる上で

有益な参加者につい

て検討し、それらの

者が参加する交流事

業を実施したか。 

・交流プログラムに

ついて、相互理解の

増進に加え、国民世

論の啓発への普及効

果の増大にも資する

企画を検討し、実施

したか。 

 

上、高いモチベーションで事業に参加する意識の醸成等を図ることができた。 

  また、参加団員の健康と安全を確保するため、受入事業における新型コロナウイルス感染

症安全対策マニュアルを整備し、事業再開に向け機動的な使用ができるよう、事業実施期間

中の各フェーズに対応した感染症予防装備品の整備も行った。 

  以上のように、新型コロナウイルスの影響が続いている中、協会として出来ることを行い、

交流事業がいつ再開しても対応できるよう、交流事業の理解促進や新型コロナウイルス感染

症対策への対応に努めた。 

  令和４年度について、現在、ロシアによるウクライナ侵略により、交流事業の今後の展望

が見通せない状況である。協会としては、関係府省と緊密に連携し今後の日露関係をめぐる

情勢の変化に適切に対応していく。 

元島民や返還運動関係者等と北方四

島在住ロシア人との相互交流について

は、新型コロナウイルス感染症の影響

により全ての事業が中止となった。し

かし、新たな取組として都道府県民会

議関係者を対象に「四島交流オンライ

ンセミナー」を開催し、四島交流事業

の意義や情報発信の重要性について参

加者の理解を深めるなど、交流事業の

再開に向けた代替的措置を講じ、参加

者の交流事業についての認識の共有等

を図ったと認められるほか、参加者 35

名中 24 名が事後の情報発信を行って

おり、代替的な事業としての効果も認

められる。 

四島交流オンラインセミナーについ

て、参加者の事後活動促進の観点から、

事業終了後にオンライン会議システム

を活用し、交流事業参加希望者等を含

めて報告会を開催する等、事後活動の

仕組みについて検討を行ったと評価で

きる。 

また、受入事業における新型コロナ

ウイルス感染症安全対策マニュアルを

整備したほか、事業再開に向け感染症

予防装備品の整備に努めたことが認め

られる。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改

善方策＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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にも資する企画を毎

年度検討し、実施す

る。また、国民一般の

北方領土問題に関す

る関心や理解を広げ

る上で有益な参加者

について検討し、そ

れらの者が参加する

交流事業を毎年度実

施する。 

事業参加者の事後

活動について発信す

る仕組みを検討し、

本中期目標期間第４

年度からの本格実施

を図る。 

毎年度の事業のＰ

ＤＣＡサイクルをよ

り実効的に機能させ

るため、関係団体等

の意見を聞きなが

ら、課題と改善策を

取りまとめて内閣府

に報告し、改善の実

現を図る。 

③ 交流プログラム

については、参加者

のニーズも踏まえつ

つ、学術・文化・スポ

ーツなどの専門家・

団体とも連携し、相

互理解の一層の増進

につながるととも

に、国民世論の啓発

への波及効果の増大

にも資する企画を検

討し、実施する。ま

た、国民一般の北方

領土問題に関する関

心や理解を広げる上

で有益な参加者につ

いて検討し、それら

の者が参加する交流

事業を実施する。 

④ 事業参加者の事

後活動について発信

する仕組みを検討

し、本年度から実施

する。 

⑤ 事業のＰＤＣＡ

サイクルをより実効

的に機能させるた

め、関係団体等の意

見を聞きながら、課

題と改善策を取りま

とめて内閣府に報告

し、改善の実現を図

る。 

注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載す

ることが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―（３） 調査研究 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

0196 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

 

Ｈ３０年

度 

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度  Ｈ３０年

度 

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

調査研究結果

の引用数 

 0件 

 

0件 

 

3件 

 

3件   予算額（千円） 7,500 5,460 17,447 38,097  

調査研究結果

の利活用数 

 195件 195件 408件 266件   決算額（千円） 6,106 5,668 16,179 26,646  

        経常費用（千円） 6,759 6,667 18,685 30,849  

        経常利益（千円） 1,409 △205 797 12,744  

        行政サービス実施

コスト（千円） 

6,825 ― ― ―  

        行政コスト（千円） ― 6,948 18,685 30,849  

        従事人員数 4人 4人 4人 4人  

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                       

注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 北方領土の現状や

北方領土問題の経緯

などに関する情報・

資料を保有する機関

として、これまでの

調査研究成果を整理

し、それに対するア

クセスの利便性向上

を進める。また、北方

領土や北方領土問題

の最新動向を踏ま

え、関係機関等にと

って最も関心の高い

テーマを選定して調

北方領土の現状や

北方領土問題の経緯

などに関する情報・

資料を保有する機関

として、本中期目標

期間第２年度まで

に、これまでの調査

研究結果を整理し、

一覧化して協会ホー

ムページに掲載し、

それに対するアクセ

スの利便性向上を進

める。 

北方領土や北方領

① 北方領土の現状

や北方領土問題の経

緯などに関する情

報・資料を保有する

機関として、協会ホ

ームページに一覧化

して掲載した調査研

究結果に対するアク

セスの利便性向上を

図り、ＳＮＳ等を活

用した積極的な発信

により利活用を促進

する。 

② 北方領土や北方

＜主な定量的指標＞ 

・調査研究結果の引

用・利活用の件数を

本中期目標初年度の

件数以上の水準とす

る。 

 

＜その他の指標＞ 

・これまでの調査研

究結果を整理し、一

覧化して協会ホーム

ページに掲載する。 

・資料の散逸、滅失

を防ぐため、専門家

＜主要な業務実績＞「Ｂ」 

   令和３年度は、北方領土問題に関する貴重な資料の散逸や滅失を防ぎ、一元的に管理・

活用することを目的として、令和２年度より３か年計画として開始した「北方領土関連資

料の調査、収集・整備、活用事業」を継続して行った。 

   計画の２年度目にあたる令和３年度は、令和２年度に作成した「企画案」に基づき、北

方領土に関する資料収集を実施した結果、北方領土の古写真、元島民の手記や古地図等、

計 540 点の貴重な資料を収集することができた。今回、収集することができた資料は北方

領土が日本固有の領土であることをより多くの国民に知ってもらうための啓発資料として

の活用が見込まれる重要な資料である。令和４年度においてはデジタルアーカイブの協会

ホームページ上での公開や啓発施設等における展示等、貴重な啓発資料としての活用に取

り組んでいくとともに、引き続き貴重な資料の収集に努めていく。 

調査結果の引用・利活用の件数の測定に際しては、調査終了年度の翌年度を測定期間と

しており、令和２年度から引用数及び利活用数の比較検証が可能となった。令和３年度に

測定した令和２年度調査結果の引用・利活用の件数は、令和元年度調査結果に引き続き、

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

定量的目標である調査結果の引用・

利活用の件数については、目標初年度

実績を上回っているなど、所期の目標

を達成しているものと認められる。以

下の実績を総合的に勘案し、「Ｂ」と評

価する。 

「北方領土関連資料の調査、収集・整

備、活用事業」においては、３か年の計

画のうち２か年目として、令和２年度

に作成した「企画案」に基づき、北方領

土に関する資料収集を実施した結果、

北方領土の古写真、元島民の手記や古
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査研究を実施する。

各調査研究成果につ

いては、積極的に発

信し、利活用を促進

する。 

土問題の最新動向を

踏まえ、関係機関等

にとって最も関心の

高いテーマを選定し

て調査研究を実施す

る。調査研究成果に

ついては、積極的に

発信しつつ利活用を

促進し、本中期目標

期間第３年度まで

に、調査研究結果を

利活用した者から調

査研究内容について

の評価を得る方策の

導入を図る。また、各

年度における調査研

究結果の引用・利活

用の件数を測定し、

その翌年度以降、各

年度において最初の

測定年度以上の水準

とするよう努める。 

 

 

領土問題の最新動向

を踏まえ、関係機関

等にとって最も関心

の高いテーマを選定

して調査研究を実施

する。とりわけ元島

民が保有する実物資

料は、北方領土が我

が国固有の領土であ

ることを証左する重

要なものであるた

め、これらの資料の

散逸、滅失を防ぐた

め、所在調査の実施、

資料収集、分類、分

析、保管管理、デジタ

ルアーカイブ化を行

う。 

③ 調査研究結果の

引用・利活用の件数

については、本中期

目標初年度の件数以

上の 

水準とする。 

による資料の収集範

囲、分析方法、保管方

法、展示及び発信方

法の検討を行う。 

・北方領土や北方領

土問題の最新動向を

踏まえ、関係機関等

にとって最も関心の

高いテーマを選定し

て調査研究を実施す

る。 

・調査研究結果を利

活用した者から調査

研究内容についての

評価を得る方策の導

入の検討を行う。 

・調査研究結果の引

用・利活用の件数の

測定方法を検討し、

測定する。 

 

＜評価の視点＞ 

返還要求運動や協

会が関わるその他の

啓発活動を的確かつ

効果的に推進する調

査研究が実施されて

いるか。 

最初の測定年度である平成 30年度の数値を上回る結果となった。調査結果の関係機関への

情報提供や、協会ＳＮＳを活用した調査結果の発信により、数多くの方に調査結果を引用・

利活用してもらうことができたと考えている。 

今後も調査結果の引用・利活用の件数が最初の測定年度の件数を上回り、より多くの方々

に調査結果を活用してもらえるよう、引き続き、関係機関への情報提供やＳＮＳによる発

信に取り組んでいく。また、ホームページのアンケート結果は今後の調査研究事業に生か

していきたい。 

 

・調査研究結果の引用数及び利活用数 

 

 

 

 

 

 

年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

引用数 ０件 ３件 ３件 

利活用数 195件 408件 266件 

地図等、計 540 点の貴重な資料を収集

できており、予定のとおり事業を実施

したものと認められる。 

 また、調査研究結果の引用・利活用

の件数についても、調査結果の関係機

関への情報提供や、協会ＳＮＳを活用

した調査結果の発信により、令和２年

度調査について所期の目標を達成して

いるものと認められる。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改

善方策＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載す

ることが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―（４） 元島民等の援護 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

0196 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

 

Ｈ３０年

度 

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度  Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

        予算額（千円） 293,496 289,714 294,507 318,790  

        決算額（千円） 264,905 271,778 169,340 181,793  

        経常費用（千円） 272,214 286,585 190,092 201,254  

        経常利益（千円） 29,091 17,276 124,293 138,826  

        行政サービス実施

コスト（千円） 

272,595 ― ― ― 

 

 

        行政コスト（千円） ― 304,199 190,092 201,254  

        従事人員数 2人 2人 3人 3人  

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載 

注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 元島民等が置かれ

ている特殊な事情に

鑑み、元島民等が行

う返還要求運動や資

料収集等の活動につ

いて、より効果的な

実施のための助言を

含めた支援を行う。 

北方四島へのいわ

ゆる自由訪問への支

援について着実に実

施する。特に、航空機

による特別墓参な

ど、その時々の日露

関係の変化等に応じ

た内閣府等からの方

元島民等が置かれ

ている特殊な事情に

鑑み、元島民等が行

う返還要求運動や資

料収集等の活動につ

いて、それぞれの活

動がより効果的に実

施されるよう、助言

を含めた支援を行

う。 

 北方四島へのいわ

ゆる自由訪問への支

援について、外部要

因による中止等を除

き、各年度の計画に

基づき、各回、適切に

① 元島民等が置か

れている特殊な事情

に鑑み、元島民等が

行う返還要求運動や

資料収集、後継者育

成等の活動につい

て、それぞれの活動

がより効果的に実施

されるよう、助言を

含めた支援を行う。 

② 元島民等が全国

の北方領土返還要求

運動に果たす役割の

重要性について、よ

り理解を深めるとと

もに、元島民等の相

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

・元島民等が行う返

還要求運動や資料収

集等の活動につい

て、より効果的な実

施のための助言を含

めた支援が行われた

か。 

・自由訪問の支援を

計画に基づき適切に

実施したか。 

・訪問する元島民等

に対して事前研修を

＜主要な業務実績＞「Ｂ」 

① 元島民等が行う返還要求運動及び資料収集等の活動に対する支援について  

元島民等の相互連携を一層強化するため「北方地域元居住者研修・交流会」を３回計画して

いたが、新型コロナウイルス感染症の影響が長引いている中 、参加者が高齢であることを

踏まえ、中止せざるを得なかった。 

また、署名活動や千島連盟及び各支部が実施した各種啓発活動等に対して支援を行ったほ

か、元島民の高齢化に鑑み、元島民の想いを今後の返還運動の中心となる後継者につなげる

ため、千島連盟が実施した「後継者活動促進全国セミナー」に対して支援を行った。元島民

の返還への願いや返還運動の後継者育成を図ることは、今後の返還運動の推進に当たり重

要な課題であり、引き続き、後継者育成につながる取組を支援していく。 

元島民等の高齢化が進む現状において、オンラインによる事業の実施が難しい面もあるが、

新型コロナウイルス感染症の影響が続いている現状に鑑み、引き続き元島民等の方々の身

体的負担を考慮しつつ効果的、効率的な事業の実施に向けた支援を行っていく。 

元島民の資料・証言等の整備保存事業について、元島民のインタビューを編集可能素材とし

てデジタル化しＨＰ上で公開する事業及び北方地域の元居住者が保有している資料等の収

集事業に対して支援を行った。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

新型コロナウイルス感染症拡大の影

響という予測し難い外部要因により、一

部の事業については、結果的に困難度の

高い業務となった。事業の中止を余儀な

くされたものがあったなか、協会の自主

的な努力や今後の業績改善に向けた取

組が行われたことが認められる。以下の

実績を総合的に勘案し、「Ｂ」と評価す

る。 

 

【元島民等が行う返還要求運動及び資

料収集等の活動に対する支援】 

参加者が新型コロナウイルス感染症

の感染リスクが高い高齢者であること
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針に基づき、体制の

整備も含め、機動的

かつ適切に対応す

る。 

 

実施する。特に、航空

機による特別墓参な

ど、その時々の日露

関係の変化等に応じ

た内閣府等からの方

針に基づき、体制の

整備も含め、機動的

かつ適切に対応す

る。 

互の連帯を一層強化

するため、「北方地域

元居住 

者研修・交流会」を開

催する。 

③ 北方四島へのい

わゆる自由訪問への

支援について、外部

要因による中止等を

除き、計画に基づき、

各回、適切に実施す

る。なお、訪問する元

島民等に対しては、

事前研修を行う。航

空機による特別墓参

など、その時々の日

露関係の変化等に応

じた内閣府等からの

方針に基づき、体制

の整備も含め、機動

的かつ適切に対応す

る。 

行ったか。 

・航空機による特別

墓参について、内閣

府等からの方針に基

づき、適切に対応し

たか。 

 

＜評価の視点＞ 

元島民の行う活動

や自由訪問の支援、

航空機による特別墓

参の業務の遂行が適

切に行われている

か。 

当時の北方領土の暮らしぶりや様子を次世代に伝えていくことは北方領土返還に向けた機

運醸成のための重要な要素の一つであり、引き続き、元島民の返還要求運動に関する取組の

支援に取り組んでいく。 

 

② 自由訪問に対する支援等 

千島連盟を実施主体とした自由訪問に対して支援を行っており、令和３年度は、７回の訪問

を計画していたが、長引く新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、中止を余儀なくされ

た。代替事業として、過去の自由訪問の様子を撮影した写真をまとめた写真集を作成し、会

員及び関係団体に配布した。 

航空機を利用した墓参を中心とする自由訪問（いわゆる航空機による特別墓参）について

は、平成 28年 12月、山口、東京で行われた安倍総理大臣とプーチン大統領との日露首脳会

談の合意に基づき、平成 29年度に初の航空機による特別墓参が日露間で合意され、協会が

実施主体となり、元島民の高齢化に配慮し日帰りの日程で中標津空港から国後島及び択捉

島への訪問を計画及び実施した。 

令和３年度も、高齢化の進む元島民の身体的負担の軽減を更に図るため、航空機を利用した

墓参を中心とした自由訪問を実施予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響が長

引いている現状に鑑み、中止した。 

自由訪問及び航空機墓参について、ロシアによるウクライナ侵略を受け、今後の事業の展望

が見通せない状況にある。協会としては、関係府省と緊密に連携し今後の日露関係をめぐる

情勢の変化に適切に対応していく。 

に鑑み、「北方地域元居住者研修・交流

会」は中止となったが、署名活動や千島

連盟及び各支部が実施した各種啓発活

動並びに後継者育成事業である「後継者

活動促進全国セミナー」等に対して支援

を行ったことが認められる。 

元島民の資料・証言等の整備保存事業

については、元島民のインタビューを編

集可能素材とするデジタル化しＨＰで

公開する事業や北方地域の元居住者が

保有している資料等の収集事業に対し

て支援を行ったことが認められる。 

 

【自由訪問に対する支援等】 

新型コロナウイルス感染症の影響に

より、自由訪問７回の計画が全て中止と

なったが、訪問できなかった対象地の現

状について資料としてまとめ、会員及び

関係団体に配布するなど代替的措置を

講じ、支援が行われたことが認められ

る。 

また、航空機による特別墓参について

も同様に中止となった。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善

方策＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載す

ることが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―（５） 北方地域旧漁業権者等への融資 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 

北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 

独立行政法人北方領土問題対策協会法第 11条 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 事業番号 0196 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
 

Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度  Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

リスク管理

債権比率 
全国預金取扱金融機

関の令和元年度末平

均比率 2.01％以下に

抑制 

2.01% 2.04％ 2.05％ 1.80％ 

 
 1.91%  予算額（千円） 82,678 84,507 79,885  

 

 

 

75,328 
 

融資の相談

等の件数 

 

融資の相談等の件数を前

中期目標期間最終年度相

談件数（464件）以上とす

る。 

464件 578件 518件 365件  497件  決算額（千円） 60,455 49,068 42,900 35,480  

説明会、相談

会の回数 
10回以上。 10回 12回 13回 １回    ３回  経常費用（千円） 50,519 45,704 39,241 34,681  

        経常利益（千円） 0 0 0 0  
        行政サービス実施

コスト（千円） 
116,026 ― ― ―  

        行政コスト（千円） ― 200,726 141,910 139,047  
        従事人員数 3人 3人 3人      3人 

 

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載 

注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 北方地域旧漁業権者

等に対する特別措置に

関する法律（昭和 36 年

法律第 162 号）に基づ

き、融資事業を適切に行

う。その際、北方地域旧

北方地域旧漁業権者

等に対する特別措置に

関する法律（昭和 36 年

法律第 162 号）に基づ

き、融資事業を適切に行

う。その際、北方地域旧

北方地域旧漁業権者等に対する特別措

置に関する法律（昭和 36年法律第 162号）

に基づき、融資事業を以下のとおり行う。 

各種事業の実施に当たっては、根室連

絡所に設置のオンライン面談システム等

の非対面方式の積極的推進も図る。 

＜主な定量的指標＞ 

・融資の相談等の件数を前中

期目標期間最終年度相談件数

以上とする。 

・融資説明会や融資相談会を

10 回以上行ったか。 

＜主な業務実績＞「Ｂ」 

○北方地域旧漁業権者等に対する融資事業について  

① 相談件数の増加 

令和３年度は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響から

千島連盟の支部総会のほぼ全てが書面開催となったため、総会

に合わせて実施予定であった融資説明会の開催ができなかっ

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

長引く新型コロナウイルス感染症

拡大の影響という予測し難い外部要

因から、融資説明会が中止となり、結

果的に当該事業の困難度は高いもの
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漁業権者等が置かれて

いる特殊な地位等に鑑

み、親身になってきめ細

かな相談やサービスを

行う。 

融資メニューについ

ては、社会情勢や利用者

ニーズを適切に踏まえ、

必要に応じ、見直しを行

う。 

 また、関係金融機関と

の連携を強化し、制度利

用の活性化・円滑化を進

める。 

漁業権者等が置かれて

いる特殊な地位等に鑑

み、親身になって融資に

係るきめ細かな相談や

サービスを行い、個別の

融資対象者の事業の経

営と生活の安定に向け

た相談等の件数を前中

期目標期間最終年度比

増となるよう努める。 

 関係金融機関との連

携を強化し、制度利用の

活性化・円滑化を進め

る。 

融資メニューについ

ては、社会情勢や利用者

ニーズを適切に踏まえ、

必要に応じ、見直しを行

う。 

 

① 相談件数の増加 

適切な融資事業の実施のため親身で細

やかな相談やサービスを行うこととし、

その相談等の件数の目標を前中期目標期

間最終年度相談件数以上とする。なお、相

談対応については、貸付に係るもののほ

か、承継や返済に関する条件変更等に係

るものを含め、融資事業の目的に沿った

親身な説明に努める。 

また、相談件数の増加を図るため、以下

の施策を実施することとする。 

○ 融資対象者や承継手続ができる可能

性が高い世帯へのダイレクトメールや協

会ホームページ等の各種媒体や手段によ

り、融資事業の制度や内容等の周知徹底

に努める。 

○ 融資相談会は相談者の利便性を考慮

し休日（行政機関の休日に関する法律（昭

和 63 年法律第 91 号）第１条第１項に規

定する日）の開催も行う。 

○ 元島民等により構成される（公社）千

島歯舞諸島居住者連盟（以下「千島連盟」

という。）の支部総会における融資説明会

や融資相談会を各支部の意向を踏まえて

開催する。 

 

② 関係金融機関との連携強化 

融資制度利用の活性化・円滑化を図る

ため、以下の会議を開催する。 

 

○  漁業協同組合担当者会議（４月） 

○ 関係機関実務担当者会議（４月） 

 

③ 利用者ニーズの把握等 

①及び②で実施する各種説明会や相談

会、会議において、併せて利用者ニーズの

収集を行い、社会情勢を適切に踏まえ、融

資メニューの必要な見直しの検討を行

う。 

（ア）千島連盟の道内及び富山県での支

部総会への出席並びに千島連盟支部長・

・リスク管理債権比率を全国

預金取扱金融機関の 元年度

末平均比率2.01％以下に抑制

しているか。 

＜その他の指標＞ 

・融資対象者や承継手続きが

できる可能性が高い世帯へダ

イレクトメールや協会ホーム

ページ等の各種媒体や手段で

融資事業の内容等周知した

か。 

・融資相談会は休日の開催も

行ったか。 

・融資メニューの見直しに向

けて取り組んでいるか。 

＜評価の視点＞ 

・融資対象者による適切な融

資制度利用が図られている

か。 

・借入者の返済能力等を勘案

しつつ審査を行っているか。 

・信用リスクの管理が適切に

行われているか。 

た。また、借入資格者の高齢化により、修学資金や住宅新築資

金の借入需要が減少傾向にあることも融資相談の件数に影響し

たと思われる。一方で、借入資格承継制度や融資制度の内容周

知・利用促進を図るため、従来同様の借入資格者等へのダイレ

クトメールの発送に加えて、住宅リフォームや教育関連資金の

ニーズが見込まれる資格者をターゲットとしたダイレクトメー

ルの発送を増やし、さらに、ダイレクトメール発送後に、一部

フォローコールを実施した。これらの取組により、相談件数は

目標である 464件を上回る 497件となった。 

 

融資相談等の目標件数 464件 

令和３年度実績 497件 

・ダイレクトメール実施状況 

法対象者及び生前承継者や死後承継者になり得る二世並び

に平成 31 年４月の法令の改正により期限が設けられた手続

に係る対象者並びに借入資格者の中でも高校３年生のいる世

帯等に向けて、各対象者に応じた内容のダイレクトメールを、

計９回、12,746名に対して発送し、コロナ禍での非接触によ

る手段として有効活用した。 

・融資説明・相談会の実施状況 

新型コロナウイルス感染症の影響から、令和３年度の千島連

盟の各地区支部総会は、羅臼支部と中標津支部を除き書面開催

等となり、融資説明会も２か所のみの実施となった。また、毎

年、根室市で実施している融資相談会についても、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止のため、令和２年度に続き休日を含む

３日間でのオンライン開催とした。 

なお、オンラインによる相談受付は、協会ホームページやダ

イレクトメールにて随時利用が可能であることを周知し、日常

的相談ツールとして活用している。 

 

融資説明・相談会の目標実施回数 10回以上 

令和３年度実績 ３回 

 

② 関係金融機関との連携強化について 

令和３年度においても、新型コロナウイルス感染症の影響が

続いていることに鑑み、開催を計画していた漁業協同組合担当

者会議及び関係機関実務担当者会議は書面開催とした。そのた

め、会議で資料配布や説明を予定していた項目を書面にまとめ、

資料として郵送した。また、オンラインによる融資相談会開催

に当たっては、根室管内の８漁業協同組合においても開催周知

の協力を得るなど、連携に取り組んだ。 

 

となったが、協会の自主的な努力や業

績改善の取組が行われたことから、所

期の目標をおおむね達成していると

認められる。以下の実績を総合的に勘

案し、「Ｂ」と評価する。 

 

【相談件数の増加】 

 長引く新型コロナウイルス感染症

の影響から、北方地域元居住者の団体

である千島連盟の支部総会のほぼ全

てが書面開催となり、総会に合わせて

計画していた融資説明会は実施でき

ず、根室市で実施している融資相談会

は休日を含め３日間、オンラインで開

催できたものの、融資説明会・相談会

の目標実施回数には達しなかった。一

方、従来から実施していた借入資格者

等へのダイレクトメールの発送に加

えて、ニーズが見込まれる資格者をタ

ーゲットとしたダイレクトメールの

発送、その後のフォローコールを実施

したことにより、相談件数は目標であ

る 464件を上回る 497件となり、昨年

度の件数（365件）と比較しても増加

しており、取組の効果はあったと認め

られる。 

 

【関係金融機関との連携強化】 

 長引く新型コロナウイルス感染症

の影響により、開催を計画していた漁

業協同組合担当者会議及び関係機関

実務担当者会議は書面開催となった

が、会議資料や説明を予定していた項

目を書面にまとめ、資料として郵送し

た。また、オンラインによる融資相談

会の開催に当たり、関係する漁業協同

組合に開催の周知を呼びかけてもら

うなど、連携が図られたものと認めら

れる。 

 

【利用者ニーズの把握等】 

 計画していた千島連盟の支部総会
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注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 

  

 

 

啓発推進員北対協融資業務研修会（５月

予定）の実施により、参加者からニーズを

収集する。 

（イ）関係機関実務担当者会議における

情報交換及び融資事業の制度や内容等の

出張説明会により、委託金融機関や転貸

組合に寄せられる融資対象者からのニー

ズを収集する。 

（ウ）社会情勢の把握の一環として、協会

融資の金利や貸付条件等の指標及び参考

となる貸付制度の改定動向に関する情報

収集を定期的に行い、融資メニューの必

要な見直しの参考とする。 

 

④ 融資事業の適切な維持・継続 

融資事業継続の基礎となる貸付業務勘

定の財務内容健全性維持のため、債権管

理を適切に行い、貸付残高に占めるリス

ク管理債権比率を令和元年度の都市銀行

及び信託銀行等を除く全国預金取扱金融

機関の平均リスク管理債権比率 2.01％以

下に抑制する。 

⑤ 法人資金の停止 

引き続き法人資金の貸付を停止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 利用者ニーズの把握等について 

各地での説明会や会議と同様に、計画していた千島連盟支部

長・啓発推進員融資業務研修会を書面開催としたため、事前の

資料送付の際に「ご意見等記入票」を同封し、関係機関の意見・

要望等の収集を行ったほか、電話による相談等受付時には、努

めて利用者ニーズの把握を行った。 

今後も利用者ニーズ及び社会情勢の変化などの情報収集とと

もに、協会融資の類似制度についても定期的に確認を行い、融

資メニューに必要な見直しの参考としていく。 

 

④ 融資事業の適切な維持・継続 

融資事業の適切な維持・継続のために、融資資格承継や融

資利用における親身な事前相談及び的確な審査に努め、リス

ク管理債権については定期的な督促励行や関係金融機関との

情報連携を図ることにより低減に努めた。 

新型コロナウイルス感染症の影響による業績低下や北海道

東部地域の漁業不振及び借入資格者の高齢化が進展している

中、融資事業の根拠法令の趣旨も考慮しながら、債権保全に

留意しつつ、極力資格者の要望に沿った貸付を行えるよう審

査を行っている。 

新型コロナウイルス感染症の影響等から、新たなリスク管理

債権の発生があったものの、少額にとどまったこと、既存のリ

スク管理債権の回収が着実に進んだことから、その残高は前年

度よりも減少した。 

一方で、リスク管理債権比率は、新規貸付決定が減少し、か

つ、既存貸付の約定返済等により総貸付残高の減少も進んだた

め、令和３年度年度計画における比率目標（2.01％）を達成し

ているが、前年度よりも 0.11 ポイント増加し 1.91％となった。 

 

⑤ 法人資金の停止について 

法人資金については、平成 20年度以降、取扱いを停止して

いる。 

 

及び千島連盟支部長・啓発推進員融資

業務研修会は書面開催となったが、事

前の資料送付の際に、「ご意見等記入

票」を同封し、意見・要望の収集を行

い、また電話による相談等受付時に

は、利用者ニーズの把握や社会情勢の

変化などの情報収集を行うなど、融資

メニューに必要な見直しの参考とな

る情報の収集の実施が認められた。 

 

【融資事業の適切な維持・継続】 

融資事業の適切な維持・継続につい

ては、借入資格の承継や融資利用にお

いて親身な事前相談及び的確な審査

に努め、リスク管理債権については定

期的な催促励行や関係金融機関との

情報連携などの取組を行っており、リ

スク管理債権比率については、計画以

上の水準を達成しており、債権管理が

適切に行われていると認められる。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改

善方策＞ 

融資説明会・相談会については、感

染対策を十分にとった上での開催や

オンラインを活用した実施など相談

の機会を検討していく必要がある。 

また、各方面への情報収集や関係機

関との連携を通じて利用者ニーズの

把握に努めていく必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―（１） 業務の見直し 

当該項目の重要度、困難

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 
Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 
         

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載    

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 
 本中期目標期間初年度において、

理事長がリーダーシップを発揮し、

国民世論の啓発を中心に、事業の有

効性や費用対効果の検証を行う。検

証結果に基づき、既存事業の廃止や

新規事業の創設、職員の関与の合理

化を含む改善・効率化を徹底的に行

う。なお、本中期目標が設定してい

る指標等において行うこととして

いる業務も含めて見直しを行うこ

ととし、見直しの結果に基づき、必

要に応じ、指標の修正等を行う。 

また、各事業のＰＤＣＡサイクル

を毎年度実効的に機能させていく。 

効果的な事業の実施のため、委託

事業については、実施内容やその効

果検証に主体的に関与するととも

に、助成事業については、所期の目

的が達成されているか等の観点か

ら事後的な確認を着実に行う。 

本中期目標期間初年度において、

国民世論の啓発を中心に、中期目標

の指標等において行うこととされ

ている業務も含めた事業の有効性、

費用対効果についての検証を行う。

検証結果に基づき、既存事業の廃

止、新規事業の創設、職員の関与の

合理化を含む改善・効率化の徹底を

図るとともに、各事業のＰＤＣＡサ

イクルを毎年度実効的に機能させ

るよう努める。業務の見直しを踏ま

え、各年度計画等において適切に業

務の具体化を図っていく。 

委託事業については、実施内容や

その効果検証に主体的に関与する

とともに、助成事業については、所

期の目的が達成されているか等の

観点からの事後的な確認を着実に

行う。 

国民世論の啓発を中心

に、中期目標の指標等にお

いて行うこととされてい

る業務も含めた事業の有

効性、費用対効果について

の検証を行う。検証結果に

基づき、既存事業の廃止、

新規事業の創設、職員の関

与の合理化を含む改善・効

率化の徹底を図るととも

に、各事業のＰＤＣＡサイ

クルを実効的に機能させ

るよう努める。 

委託事業については、実

施内容やその効果検証に

主体的に関与するととも

に、助成事業については、

所期の目的が達成されて

いるか等の観点からの事

後的な確認を着実に行う。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

 事業の有効性、費用対効

果を適切に把握し、既存事

業の廃止、新規事業の創設

等に取り組んでいるか。 

 

＜主要な業務実績＞「Ｂ」 

協会の事業の有効性、費用対効果についての検証を行

い、令和３年度は啓発用ポスターカレンダーの見直しを

行った。あわせて、特に若年層に対して北方領土問題に

気軽に接してもらうために元島民の証言等を参考に啓

発用アニメーションを制作し、国民一般に向けた情報発

信の拡充を図った。効果的な事業実施のため、委託事業

については、実施内容やその効果検証に主体的に関与し

たことに加え、助成事業については、所期の目的が達成

された事業となっているか事後的な確認を実施した。  
 

 

 

 

 

 

 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

業務運営の効率化に関する事項

については、いずれの小項目も所

期の目標を達成しているものと認

められる。よって、「Ｂ」と評価す

る。 

 

＜今後の課題＞ 

中期目標期間次年度以降におい

ても、理事長のリーダーシップの

下、事業の有効性や費用対効果の

観点から業務の不断の見直しに努

められたい。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―（２）－① 一般管理費の削減 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度（予定） （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

一般管理費の削減率 

 

本中期目標期間最

終年度における当

該経費の総額を、前

中期目標期間最終

年度に対して 7％

削減する。 

 

26,689千円 

 

26,304千円 

（1.4％減） 

25,924千円 

（2.9％減） 

25,550千円 

（4.3％減） 

25,181千円 

（5.8％減） 

24,820千円 

（7.0％減） 

 

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載    

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 運営費交付金を充

当する業務につい

て、業務の効率化を

進めることなどによ

り、一般管理費（人

件費及び一時経費を

除く。）は、本中期目

標期間最終年度にお

ける当該経費の総額

を、前中期目標期間

最終年度に対して、

７％削減する。 

運営費交付金を充

当する業務につい

て、業務の効率化を

進めることなどによ

り、一般管理費（人

件費及び一時経費を

除く。）は、本中期目

標期間最終年度にお

ける当該経費の総額

を、前中期目標期間

最終年度に対して、

７％削減する。 

運営費交付金を充

当する業務につい

て、中期計画を踏ま

え、一般管理費（人

件費及び一時経費を

除く。）の削減を図る

ため、業務の効率化

とより一層の事務経

費の節約を励行す

る。 

 

＜主な定量的指標＞ 

本中期目標期間最

終年度における当該

経費の総額が前中期

目標期間最終年度に

対して 7％削減とな

るよう、業務の効率

化とより一層の事務

経費の節約を励行し

ているか。 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

特になし。 

＜主要な業務実績＞「Ｂ」 

一般管理費について、中期目標において、前中期目標期間最

終年度の総額から７％削減（目標削減額 1,869千円）すること

が目標となっている。令和３年度予算額はこの中期目標に基づ

き、前年度に対して369千円の効率化を図り、削減目標７％の達

成に向け計画どおりに削減を行った。  

※ 一般管理費（人件費及び一時経費を除く。）の削減状況（令

和４年度までに平成 29 年度（26,689 千円）に対して７％削減す

る。 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

26,689 千円 26,304 千円 25,924 千円 

令和２年度 令和３年度 令和４年（予定） 

25,550 千円 25,181千円 24,820 千円 
 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

一般管理費を本中期目標期間中に７％削減するという所期の目

標達成に向けて、着実に削減が行われていると認められることか

ら、「Ｂ」と評価する。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―（２）－② 業務経費の効率化 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

業務経費の削減率 毎年度前年度比

－１％ 

平成 29年度予算額 

688,757千円 

一般業務勘定 

6,888 千円の効率

化（1％） 

一般業務勘定 

7,100 千円の効率

化（1％） 

一般業務勘定 

7,099 千円の効率

化（1％） 

一般業務勘定 

7,295 千円の効率

化（1％） 

  

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載    

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務経費（特殊

要因に基づく経

費、一時経費及び

四島交流等事業に

要する傭船・運航

に係る経費を除

く。）については、

毎年度、前年度比

１％の経費の効率

化を図る。 

業務経費（特殊

要因に基づく経

費、一時経費及び

四島交流等事業に

要する傭船・運航

に係る経費を除

く。）については、

毎年度、前年度比

１％の経費の効率

化を図る。 

 

業務経費（特殊

要因に基づく経

費、一時経費及び

四島交流等事業に

要する傭船・運航

に係る経費を除

く。）については、

各種支援事業等に

おける節約を引き

続き推進し、前年

度比１％の経費の

効率化を図る。 

 

＜主な定量的指標＞ 

業務経費（特殊要因

に基づく経費、一時経

費及び四島交流等事

業に要する傭船・運航

に係る経費を除く。）

については、各種支援

事業等における節約

を引き続き推進し、前

年度比１％の経費の

効率化を図る。 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

特になし。 

 

＜主要な業務実績＞「Ｂ」 

令和３年度予算についても、新規事業など効果的な業務の実施につなが

ることを十分に考慮した上で業務経費の効率化を図り、令和２年度予算額

から１％の削減を行った。  

※ 一般業務勘定における業務経費（特殊要因に基づく経費、一時経費及び

四島交流等事業に要する傭船・運航に係る経費を除く。）については、毎年度

前年度比１％の経費の効率化を図る。 

令

和

３

年

度 

○一般業務勘定令和２年度予算額（729,445千円・一時経費除く。）か

ら１％（7,295千円）の効率化を図った。  

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

業務経費を前年度比１％ずつ効率化するという所期の

目標を達成していることが認められることから、「Ｂ」と評

価する。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―（３） 給与水準の適正化 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

 

 

        

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載    

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 役職員の給与水準に

ついては、政府の方針

を踏まえ、国家公務員

の給与水準を十分に考

慮し、手当を含めた役

員の報酬、職員の給与

の在り方について検証

した上で適正化に計画

的に取り組むととも

に、その検証結果や取

組状況を公表する。 

また、職員の勤務成

績を給与等に反映する

ことにより、職員の士

気を向上させ、より効

率的な業務運営を図

る。 

役職員の給与水準に

ついては、政府の方針

を踏まえ、国家公務員

の給与水準を十分に考

慮し、手当を含めた役

員の報酬、職員の給与

の在り方について検証

した上で適正化に計画

的に取り組むととも

に、その検証結果や取

組状況を公表する。 

また、職員の勤務成

績を給与等に反映する

ことにより、職員の士

気を向上させ、より効

率的な業務運営を図

る。 

 

役職員の給与水準に

ついては、政府の方針

を踏まえ、国家公務員

の給与水準を十分に考

慮し、手当を含めた役

員の報酬、職員の給与

の在り方について検証

した上で適正化に計画

的に取り組むととも

に、その検証結果や取

組状況を公表する。 

また、職員の勤務成

績を給与等に反映する

ことにより、職員の士

気を向上させ、より効

率的な業務運営を図

る。 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

・国家公務員との比較

指数を検証したか。 

・検証結果及び取組状

況を公表したか。 

＜主要な業務実績＞「Ｂ」 

役職員の給与に関しては、政府の方針（人事院勧告等）に

準じて給与規程の改正を適宜行っている。  

給与水準については、令和３年度における当協会職員給与

水準と国家公務員給与水準の比較検証を行ったところ、年齢

のみを勘案したラスパイレス指数では、国家公務員を 100 と

した場合、当協会は、96.9 であり、国家公務員の給与とほぼ

同水準である。 

また、当協会の比較対象職員が東京都台東区及び北海道札

幌市に在勤していることから、特別区及び札幌市に在勤する

国家公務員と比較した地域勘案のラスパイレス指数では

91.1、学歴を勘案したラスパイレス指数では 95.1、地域及び

学歴を勘案したラスパイレス指数では 89.9 であり、いずれも

国家公務員より低い水準となっている。 

なお、この状況を協会ホームページで公表した。福利厚生費

についても規程に基づいた宿舎の事業者負担や法定に基づく

健康診断など必要と認められる範囲においてのみ支出してい

る。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

役職員の給与規定の改正、給与水準について検証結果等

を公表することなど所期の目標を達成していると認めら

れることから、「Ｂ」と評価する。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―（４） 調達の合理化等 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

         

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載    

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 公正かつ透明な調達

手続による適切で迅速

かつ効果的な調達を実

現する観点から「独立

行政法人における調達

等合理化の取組の推進

について」（平成 27 年

５月 25 日総務大臣決

定）に基づき策定した

「調達等合理化計画」

を着実に実施する。契

約は原則として一般競

争入札等（競争入札及

び企画競争入札・公募

をいい、競争性のない

随意契約は含まない。

以下同じ。）によること

とし、一般競争入札等

による場合であって

も、特に企画競争、公募

を行う場合には、競争

性、透明性が確保され

る方法により実施す

る。 

一者応札の縮減のた

公正かつ透明な調達

手続による適切で迅速

かつ効果的な調達を実

現する観点から「独立

行政法人における調達

等合理化の取組の推進

について」（平成 27 年

５月 25 日総務大臣決

定）に基づき策定した

「調達等合理化計画」

を着実に実施する。契

約は原則として一般競

争入札等（競争入札及

び企画競争入札・公募

をいい、競争性のない

随意契約は含まない。

以下同じ。）によること

とし、一般競争入札等

による場合であって

も、特に企画競争、公募

を行う場合には、競争

性、透明性が確保され

る方法により実施す

る。 

一者応札の縮減のた

公正かつ透明な調達

手続による適切で迅速

かつ効果的な調達を実

現する観点から「独立

行政法人における調達

等合理化の取組の推進

について」（平成 27 年

５月 25 日総務大臣決

定）に基づき策定した

「調達等合理化計画」

を着実に実施する。契

約は原則として一般競

争入札等（競争入札及

び企画競争入札・公募

をいい、競争性のない

随意契約は含まない。

以下同じ。）によること

とし、一般競争入札等

による場合であって

も、特に企画競争、公募

を行う場合には、競争

性、透明性が確保され

る方法により実施す

る。 

一者応札の縮減のた

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

・随意契約等見直し

計画（平成 22年 3 月）

に基づき、随意契約及

び一者応札・一者応募

の見直しを行うとと

もに、取組状況を公表

したか。 

・「独立行政法人にお

ける調達等合理化の

取組の推進について」

（平成 27年５月 25日

総務大臣決定）に基づ

き策定した「調達等合

理化計画」を着実に実

施したか。 

 

＜評価の視点＞ 

・随意契約によるこ

とができる場合の要

件を明確に定めてい

るか。 

＜主要な業務実績＞「Ｂ」 

契約については、原則として一般競争入札によるものとし、「独立

行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成27年５

月25 日総務大臣決定）に基づき、協会の「令和３年度調達等合理化計

画」を策定し、ホームページにおいて公表している。  

「令和３年度調達等合理化計画」の実績等は、以下のとおり。  

【競争性のない随意契約】  

平成30 年度中に一般競争入札（総合評価落札方式）により複数年契

約を締結し、４年目となる「令和３年度における独立行政法人通則法

第39 条による財務諸表等の監査契約」及び「四島交流等事業に使用す

る船舶の調達並びに傭船及び運航委託に関する協定書」に基づく「北

方四島交流等事業使用船舶『えとぴりか』の傭船・運航」における

「令和３年度四島交流等事業に使用する船舶に係る傭船及び運航委託

契約」の２件について随意契約を行った。  

【一者応札・一者応募】  

公告期間の長期確保や仕様書の改善などを図ったが、「北方領土問

題対策協会Ｗ ＥＢサイト等の運用保守管理業務」、「北方領土関連資

料の収集等に係る委託業務」及び「北方領土問題対策協会における会

計システムの調達及び保守」の３件が１者応札、１者応募の該当案件

となった。  

【重点的に取り組む分野】  

啓発施設に関する調達について、遠隔地での調達であることなどを

踏まえ、地元関係機関等の理解と協力を得て、公告、説明会及び開札

場所等の検討を行い、コストの節減、参入に努めることにした。  

なお、令和３年度においては、啓発施設に関する調達はなかった。

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

調達等合理化計画を実施し、随意契約・一般競

争入札実施時の要件や規程を定めている。一者応

札・一者応募については、要因を分析の上、さら

に改善に努める必要があるが、「調達の合理化等」

については所期の目標をおおむね達成している

と認められることから、「Ｂ」と評価する。 

 

＜今後の課題＞ 

一者応札・一者応募となったものについては、

要因を分析の上、改善に努められたい。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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め、十分な公告期間の

確保や、新規参入者を

考慮した仕様書の見直

しなどを図る。また、国

民世論の啓発等の事業

の実施に係る調達に当

たって、受託先に対し

ても事業の目標設定を

求める手法について検

討し、実施する。 

 

め、十分な公告期間の

確保や、新規参入者を

考慮した仕様書の見直

しなどを図る。また、国

民世論の啓発等の事業

の実施に係る調達に当

たって、受託先に対し

ても事業の目標設定を

求める手法について検

討し、実施する。 

め、十分な公告期間の

確保や、新規参入者を

考慮した仕様書の見直

しなどを図る。また、国

民世論の啓発等の事業

の実施に係る調達に当

たって、受託先に対し

ても事業の目標設定を

求める手法について検

討し、実施する。 

・一般競争入札にお

ける公告期間・公告方

法等について、会計規

程等において明確に

定めているか。また、

公告期間の下限を国

と同様の基準として

いるか。 

・予定価格の作成・省

略に関して、会計規程

等において明確に定

めるとともに、作成を

省略する場合、省略す

る理由や対象範囲を

明確かつ具体的に定

め、省略できる基準を

国と同額の基準とし

ているか。 

・総合評価方式、企画

競争及び公募を実施

する場合、要領・マニ

ュアル等を整備して

いるか。 

・事務の実施状況に

ついて継続的に検証

を行っているか。 

・審査体制の実効性

を確保するために、審

査担当から理事長に

対し報告等を適宜行

っているか。 

・監事及び会計監査

人による監査におい

て、入札・契約の適正

な実施についてチェ

ックを受けたか。 

令和４年度も、引き続き、コストの節減及び参入の拡大に努めてい

く。  

１者応札、１者応募の改善については、公告期間の長期確保や仕様

書の改善などを図ったが、「北方領土問題対策協会ＷＥＢサイト等の

運用保守管理業務」、「北方領土関連資料の収集等に係る委託業務」

及び「北方領土問題対策協会における会計システムの調達及び保守」

の３件が１者応札、１者応募の該当案件となった。これらの件につい

て、参加希望のあった者からの事情聴取の結果分析を踏まえ、企画期

間、見積期間を更に十分確保する等、「１者応札、１者応募にかかる

改善方策」を徹底し、令和４年度以降の改善に努めていく。  

【調達に関するガバナンスの徹底】  

政府等から発せられた独立行政法人に対する随意契約等に関する通

達及び調達等合理化計画、契約監視委員会の点検・見直し結果を踏ま

え、競争性のある調達手続の実施に努めた。  

また、不祥事の発生の未然防止・再発を防止するための取組とし

て、適切な契約事務を行うため、随意契約要件、一般競争入札におけ

る公告期間・公告方法等、指名競争入札の限度額、予定価格の作成・

省略について及び総合評価方式や複数年契約などについて、国と同様

の基準の会計規程、契約事務取扱細則等の内部規程に定めて契約事務

の適正化に努めた。  

契約事務の審査機関として、随意契約審査委員会、総合評価審査委

員会、外部有識者等で構成される契約監視委員会などの審査組織を活

用するなど、契約事務の適正化に努めた。  

これらに基づき、内部決裁により十分な審査をするとともに、監事

監査では、入札や契約行為が規程に従い適正に実施されているかどう

か、契約書等の関係資料の監査や会計執行者等への聴取などを行っ

た。また、会計監査人からは財務諸表監査の枠内において監査を受け

ている。  

【契約監視委員会の活用】  

契約監視委員会では、調達等合理化計画の策定及び当該年度の個々の

契約案件の点検等を行った。 

 

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ―（１） 運営費交付金の算定 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

業務経費の削減率         

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載    

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 独立行政法人会計

基準の改訂等により、

運営費交付金の会計

処理として、業務達成

基準による収益化が

原則とされたことを

踏まえ、引き続き、収

益化単位の業務ごと

に予算と実績を管理

する体制を強化する。 

財務内容等の透明

性を確保し、協会の活

動に対する理解促進

を図る観点から、決算

情報・セグメント情報

の公表の充実を進め

る。 

更なる自己収入の

確保のための方策に

ついて、具体的な検討

を行う。 

独立行政法人会計

基準の改訂等により、

運営費交付金の会計

処理として、業務達成

基準による収益化が

原則とされたことを

踏まえ、引き続き、収

益化単位の業務ごと

に予算と実績を管理

する体制を強化する。 

財務内容等の透明

性を確保し、協会の活

動に対する理解促進

を図る観点から、決算

情報・セグメント情報

の公表の充実を進め

る。 

更なる自己収入の

確保のための方策に

ついて、具体的な検討

を行う。 

独立行政法人会計

基準の改訂等により、

運営費交付金の会計

処理として、業務達成

基準による収益化が

原則とされたことを

踏まえ、引き続き、収

益化単位の業務ごと

に予算と実績を管理

する体制を強化する。 

財務内容等の透明

性を確保し、協会の活

動に対する理解促進

を図る観点から、決算

情報・セグメント情報

の公表の充実を進め

る。 

更なる自己収入の

確保のための方策に

ついて、具体的な検討

を行う。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

・運営費交付金につ

いて、債務残高を踏

まえ、厳格に算定を

行ったか。 

・決算情報・セグメ

ント情報の公表の充

実を含め、財務内容

等の一層の透明性の

確保がなされたか。 

 

＜主要な業務実績＞「Ｂ」 

運営費交付金を厳格に算定するとともに、会計監査人及び監事により

監査を受けた財務諸表及び決算報告書により、法人全体の決算情報のほ

か、一般業務勘定及び貸付業務勘定に区分したセグメント情報を法令等

に基づき、官報及び協会ホームページなどで公表するとともに、事務所

に常備するなどの対応を行うことにより、公表の充実及び財務内容の透

明性の確保に努めた。  
 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

運営交付金の厳格な算定、決算情報・セグメント情

報の公表を含めた財務内容の透明性確保がなされて

おり、所期の目標を達成していると認められることか

ら、「Ｂ」と評価する。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ―（２） 一般業務勘定 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

短期借入金限度額 年間５千万円以

内 

－ － － － －   

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載    

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 独立行政法人会計基

準の改訂等により、運

営費交付金の会計処理

として、業務達成基準

による収益化が原則と

されたことを踏まえ、

引き続き、収益化単位

の業務ごとに予算と実

績を管理する体制を強

化する。 

財務内容等の透明性

を確保し、協会の活動

に対する理解促進を図

る観点から、決算情報・

セグメント情報の公表

の充実を進める。 

更なる自己収入の確

保のための方策につい

て、具体的な検討を行

う。 

運営費交付金の出入

に時間差が生じた場

合、不測な事態が生じ

た場合等に充てるた

め、短期借入金を借り

入れできることとし、

その限度額を年間５千

万円とする。 

 

運営費交付金の出入

に時間差が生じた場

合、不測な事態が生じ

た場合等に充てるた

め、短期借入金を借り

入れできることとし、

その限度額を年間５千

万円とする。 

＜主な定量的指標＞ 

短期借入金の借入

限度額を年間５千万

円とする。 

 

＜その他の指標＞ 

 特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

 特になし。 

＜主要な業務実績＞ 

該当なし。 

 

評定 ― 

＜評定に至った理由＞ 

実績がないため、評価の対象外。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ―（３） 貸付業務勘定 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

短期借入金限度額 年間 14 億円以内 ― 3億 2,000万 4億 3,000万 2億円 2億 1,000万円   

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載    

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 独立行政法人会計基準

の改訂等により、運営費交

付金の会計処理として、業

務達成基準による収益化

が原則とされたことを踏

まえ、引き続き、収益化単

位の業務ごとに予算と実

績を管理する体制を強化

する。 

財務内容等の透明性を

確保し、協会の活動に対す

る理解促進を図る観点か

ら、決算情報・セグメント

情報の公表の充実を進め

る。 

更なる自己収入の確保

のための方策について、具

体的な検討を行う。 

貸付に必要な資金に充

てるため、短期借入金を借

り入れできることとし、そ

の限度額を年間 14 億円と

する。 

 

貸付に必要な資金に充

てるため、短期借入金を借

り入れできることとし、そ

の限度額を年間 14 億円と

する。 

＜主な定量的指標＞ 

貸付事業に係る短

期借入金額。 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

短期借入金の借入

を行うこととした理

由、その使途は適正

か。 

＜主要な業務実績＞「Ｂ」 

貸付業務勘定においては、実際の資金繰り状況に合わせて効率

的に資金調達をするために長期借入金（無担保扱い）をするまで

の「つなぎ資金」として借り入れた。資金計画では、９億6,000万

円の借入を予定していたが、実績では、資金繰り上、最低限必要

であった２億1,000万円を借り入れた。  

これにより短期借入金利息の支払いを節減することができた。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

短期借入金は、設定した限度額を超えてお

らず、「貸付業務勘定」については、所期の目

標を達成していると認められることから、

「Ｂ」と評価する。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ―（４） 重要な財産の処分等に関する計画 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

長期借入金の借入先

金融機関への担保に

供する基金資産額 

基金資産 10 億円を

担保に供している

か。 

10億円 10億円 10億円 10億円 10億円   

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載    

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 独立行政法人会計基準

の改訂等により、運営費交

付金の会計処理として、業

務達成基準による収益化

が原則とされたことを踏

まえ、引き続き、収益化単

位の業務ごとに予算と実

績を管理する体制を強化

する。 

財務内容等の透明性を

確保し、協会の活動に対す

る理解促進を図る観点か

ら、決算情報・セグメント

情報の公表の充実を進め

る。 

更なる自己収入の確保

のための方策について、具

体的な検討を行う。 

低利な資金調達を可能

にするため、長期借入金の

借入先金融機関に対し、基

金資産 10 億円を担保に供

するものとする。 

 

低利な資金調達を可能

にするため、長期借入金の

借入先金融機関に対し、基

金資産 10 億円を担保に供

するものとする。 

 

＜主な定量的指標＞ 

担保に供する基金

資産額。 

 

＜その他の指標＞ 

 特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

・担保の差し入れ先の

提供方法は妥当か。 

・低利な資金調達が可

能となっているか。 

＜主要な業務実績＞「Ｂ」 

設立時に国から交付された 10 億円の基金については、長期借入金取引

のある民間金融機関において預入期間１年の定期預金で運用し、借入金の

担保に供している。 資金調達を安定的に行うこと等を念頭に様々な業態

から選定しており、現在の預入先は、北洋銀行４億円、北海道信漁連２億

5,000万円、大地みらい信用金庫２億 3,420万円、三菱ＵＦＪ銀行１億円、

信金中央金庫 1,580万円としている。貸付金原資の確保のために毎年継続

的に長期借入金を借り入れることが想定されるため、担保の提供方法は、

根質権としている。令和３年度においては、担保差入金額までの長期借入

金については、預入利率プラス 0.5％で預入利率の違いにより 0.502%、そ

れ以外の長期借入金については、長期プライムレートの 1.100％という低

利率で資金調達することができた。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

長期借入金については、借入先金融機

関への担保を目標どおり維持しており、

所期の目標を達成していると認められる

ことから、「Ｂ」と評価する。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ－（１） 内部統制の充実・強化 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

         

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載    

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 法人としての説明責任

を十分に果たすため、理

事長等からの指揮命令系

統や情報伝達・共有の仕

組みなど意思決定プロセ

スを明確化、文書主義の

徹底を進める。 

業務の有効性及び効率

性、事業活動に関わる法令

等の遵守、財務報告等の信

頼性を確保する内部統制

の充実・強化のため、監事

と内部統制推進部門との

連携等による監事機能の

実効性の更なる向上や、前

中期目標期間中に整備し

た内部統制の仕組みが有

効に機能しているかの点

検・検証を通じた不断の見

直しに取り組む。 

法人としての説明責任

を十分に果たすため、理事

長等からの指揮命令系統

や情報伝達・共有の仕組み

など意思決定プロセスを

明確化するとともに、文書

主義の徹底を図る。 
業務の有効性及び効率

性、事業活動に関わる法令

等の遵守、財務報告等の信

頼性を確保する内部統制

の充実・強化のため、監事

と内部統制推進部門との

連携等による監事機能の

実効性の更なる向上や、前

中期目標期間中に整備し

た内部統制の仕組みが有

効に機能しているかの点

検・検証を通じた不断の見

直しを図る。 

法人としての説明責任

を十分に果たすため、理事

長等からの指揮命令系統

や情報伝達・共有の仕組み

など意思決定プロセスを

明確化するとともに、文書

主義の徹底を図る。 

業務の有効性及び効率

性、事業活動に関わる法令

等の遵守、財務報告等の信

頼性を確保する内部統制

の充実・強化のため、監事

と内部統制推進部門との

連携等による監事機能の

実効性の更なる向上や、前

中期目標期間中に整備し

た内部統制の仕組みが有

効に機能しているかの点

検・検証を通じた不断の見

直しを図る。 

＜主な定量的指標＞ 

 特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

 特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

・理事長等からの指揮

命令系統や情報伝達・

共有の仕組みなど意

思決定プロセスを明

確化されているか。 

・監事と内部統制推進

部門との連携がとれ

ているか。 

 

＜主要な業務実績＞「Ｂ」 

内部統制に関し、コンプライアンスの実践の徹底を図るため、関係法令

及び内部規程等に関して、遵守を徹底した上で日々の業務に取り組むよう

機会を捉えて役職員に注意喚起を行った。 

協会は常勤職員 21名（令和３年度末時点）と小規模な組織であるため、

理事長への報告・連絡・相談の徹底を繰り返し喚起している。また、理事

長等の役員が組織運営方針を職員に伝えるため及び職員間の情報共有を

図るため、札幌事務所も含めた定例の事務局（事務所）会議を実施してい

る。当会議について、緊急事態宣言中は新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため、対面による開催を中止し、メール等により情報共有を図った。 

また、業務の進捗状況の適切な管理を実現するため、各担当は年度計画

に基づいたアクションプランを策定しており、各行程において適宜、相談

及び結果報告を理事長等の役員に行っている。 

協会内部のマネジメント等を含む業務を監査する監事は、監事監査の機

会のみでなく、日常より理事長を始めとする役職員と密接なコミュニケー

ションを図り、協会内の現状の把握に努めている。また、監事監査の結果

は監事より理事長に報告しており、理事長は監事等との意見交換等を通し

て内部統制の現状の把握とコンプライアンスの浸透に努めている。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

理事長等からの指揮命令系統や情報

伝達・共有の仕組みなど意思決定プロセ

スを明確化され、順守されており、監事

と内部統制推進部門との連携がとれて

いることなど、所期の目標を達成してい

ると認められることから、「Ｂ」と評価す

る。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ―（２） 公文書管理、個人情報保護、情報公開、情報セキュリティ対策 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

 

 

        

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載    

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 内部統制の充実・

強化と連動して、法

人文書の管理、個人

情報の保護、情報公

開について、法令等

に基づき、適正に対

応する。その際、法

令の改正や行政機

関における運用の

動向等を十分に踏

まえ、規程の整備や

組織としての意識・

対応力を向上させ

るための措置をと

る。 

情報セキュリテ

ィ対策については、

政府機関の情報セ

キュリティ対策の

ための統一基準群

を踏まえ、関係規程

類を適時適切に見

直し、整備する。こ

れに基づき、情報セ

キュリティ対策を

内部統制の充実・

強化と連動して、法

人文書の管理、個人

情報の保護、情報公

開について、法令等

に基づき、適正に対

応する。その際、内

閣府の協力を得つ

つ、法令の改正や行

政機関における運

用の動向等を十分

に踏まえ、規程の整

備や組織としての

意識・対応力を向上

させるための措置

を講ずる。 

情報セキュリテ

ィ対策については、

政府機関の情報セ

キュリティ対策の

ための統一基準群

を踏まえ、関係規程

類を適時適切に見

直し、整備すること

に努めるとともに、

内部統制の充実・

強化と連動して、法

人文書の管理、個人

情報の保護、情報公

開について、法令等

に基づき、適正に対

応する。その際、内

閣府の協力を得つ

つ、法令の改正や行

政機関における運

用の動向等を十分

に踏まえ、規程の整

備や組織としての

意識・対応力を向上

させるための措置

を講ずる。 

情報セキュリテ

ィ対策については、

政府機関の情報セ

キュリティ対策の

ための統一基準群

を踏まえ、関係規程

類を適時適切に見

直し、整備すること

に努めるとともに、

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

・内部統制の充実・強

化と連動して、法人文

書の管理、個人情報の

保護、情報公開につい

て、法令等に基づき、

適正に対応している

か。    

・情報セキュリティ

対策の規程の整備や

組織としての意識・対

応力を向上させるた

めの措置を講じたか。 

＜主要な業務実績＞「Ｂ」 

公文書管理については、担当職員を国立公文書館主催の研修へ派遣し、公

文書管理に必要な知識の習得及び更新を図るとともに、協会の全ての役職員

を対象として公文書管理研修を実施し、日常の業務を通して作成する法人文

書を適切に管理及び保存することを促した。 

 個人情報保護、情報公開及び情報セキュリティ対策については、政府の基

準に沿って協会の各規程を運営しており、併せて協会内で情報セキュリティ

研修を実施し、役職員へサイバー攻撃への対処法及び情報セキュリティの重

要性等について周知を行った。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

法人文書の管理、個人情報の保護、情報公開について、

法令等に基づき、適正に対応していること、情報セキュリ

ティ対策の規程の整備や組織としての意識・対応力の向上

について措置されていることが認められることから、「Ｂ」

と評価する。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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講じ、情報システム

に対するサイバー

攻撃への防御力、攻

撃に対する組織的

対応能力の強化に

取り組む。対策の実

施状況を毎年度把

握し、ＰＤＣＡサイ

クルにより対策の

改善を図る。 

 

 

これに基づき、情報

セキュリティ対策

を講じ、情報システ

ムに対するサイバ

ー攻撃への防御力、

攻撃に対する組織

的対応能力の強化

を図るとともに、対

策の実施状況を毎

年度把握し、ＰＤＣ

Ａサイクルにより

対策の改善に努め

る。 

 

これに基づき、情報

セキュリティ対策

を講じ、情報システ

ムに対するサイバ

ー攻撃への防御力、

攻撃に対する組織

的対応能力の強化

を図るとともに、対

策の実施状況を毎

年度把握し、ＰＤＣ

Ａサイクルにより

対策の改善に努め

る。 

 

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ―（３） 人事・労務管理 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

  

 

       

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載    

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 情勢変化に柔軟に対

応するとともに、常に

新たな発想をもって業

務を遂行していくた

め、また、組織としての

国際的なコミュニケー

ション能力を向上する

ため、研修への参加の

奨励や外部組織との人

材交流の検討等を含

め、計画的な人材の確

保・育成の取組を進め

る。また、上述の業務の

大胆な効率化と相まっ

て、長時間労働の防止、

育児・介護等との両立

支援等の働き方改革を

進め、職員の士気の向

上、働きやすい職場環

境の整備を行う。 

情勢変化に柔軟に対

応するとともに、常に

新たな発想をもって業

務を遂行していくた

め、また、組織としての

国際的なコミュニケー

ション能力を向上する

ため、研修への参加の

奨励や外部組織との人

材交流の検討等を含

め、計画的な人材の確

保・育成を図る。また、

上述の業務の大胆な効

率化と相まって、長時

間労働の防止、育児・介

護等との両立支援等の

働き方改革を進め、職

員の士気の向上、働き

やすい職場環境の整備

を図る。 

情勢変化に柔軟に対

応するとともに、常に

新たな発想をもって業

務を遂行していくた

め、また、組織としての

国際的なコミュニケー

ション能力を向上する

ため、研修への参加の

奨励や外部組織との人

材交流の検討等を含

め、計画的な人材の確

保・育成を図る。また、

上述の業務の大胆な効

率化と相まって、長時

間労働の防止、育児・介

護等との両立支援等の

働き方改革を進め、職

員の士気の向上、働き

やすい職場環境の整備

を図る。 

＜主な定量的指標＞ 

 特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

・計画的な人材の確保、

育成が図られているか。 

・業務を効率化させ、職

員の働きやすい職場環境

の整備に努めているか。 

＜主要な業務実績＞「Ｂ」 

柔軟で流動的な組織を目指し、効果的及び効率的事業の推進のための業務体制

等の検討を行った結果、平成 17 年４月に組織規程の改正を行い、課制を廃止（事

務局総務課を除く。）し、スタッフ制を採用しており、職員の適正を見極めた上で

人員配置を行うよう努めた。 

組織見直しの結果によるスタッフ制の導入を受け、より機能的な組織運営及び

各職員の業務遂行能力の一層の向上を図るため、協会主体の研修の実施や他機関

主催の各種研修へ職員を積極的に派遣し、職員の能力の向上を図った。 

令和３年度は新型コロナウイルス感染症対策としてオンラインで研修が実施さ

れることが多かったため、積極的に職員の研修への派遣を行った。また、協会が

主催する研修についてもオンラインで実施する等の効率化を図った。 

今後も研修等を有効活用し、職員の能力及び業務効率化に積極的に取り組んで

いく。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

人材の確保、育成や業務効率化によ

る働きやすい職場環境の整備に取り組

んでおり、所期の目標をおおむね達成

していると認められることから、「Ｂ」

と評価する。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ―（４） 剰余金の使途 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

一般管理費の削減率 

 

        

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載    

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

  剰余金は、職員の

研修機会の充実、分

かりやすい情報提

供の充実等に充て

る。 

 

剰余金は、職員の

研修機会の充実、分

かりやすい情報提

供の充実等に充て

る。 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

 特になし。 

＜主要な業務実績＞ 

該当なし。 

 

評定 ― 

＜評定に至った理由＞ 

 実績がないため、評価の対象外。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ―（５） 施設及び整備に関する計画 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

 

 

        

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載    

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

  啓発施設につい

て、業務の適正かつ

効率的な実施の確

保のため、業務実施

上の必要性及び当

該施設の老朽化等

に伴う施設の整備

改修等を適宜行う。 

 

啓発施設につい

て、業務の適正かつ

効率的な実施の確

保のため、業務実施

上の必要性及び当

該施設の老朽化等

に伴う施設の整備

改修等を適宜行う。 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

 特になし。 

   

＜その他の指標＞ 

 特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

 特になし。 

＜主要な業務実績＞ 

該当なし。 

評定 ― 

＜評定に至った理由＞ 

実績がないため、評価の対象外。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ―（６） 中期目標を超える債務負担 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

 

 

        

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載    

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

  中期目標期間中

の業務を効率的に

実施するために、次

期中期目標期間に

わたって契約を行

うことがある。 

中期目標期間中

の業務を効率的に

実施するために、次

期中期目標期間に

わたって契約を行

うことがある。 

＜主な定量的指標＞ 

 特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

 特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

 特になし。 

＜主要な業務実績＞ 

該当なし。 

評定 ― 

＜評定に至った理由＞ 

実績がないため、評価の対象外。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 

 

 

 


	（溶け込み）【案1-1】独立行政法人北方領土問題対策協会の令和３年度における業務実績に関する評価案.pdf
	（溶け込み）【案1-2】独立行政法人北方領土問題対策協会の令和３年度における業務実績に関する評価案.pdf

